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三A
民間

本
稿
の
目
的

国
民
に
負
担
と
な
る
行
政
行
為
の
名
宛
人
が
こ
れ
を
争
え
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
行
政
行
為
が
名
宛
人
以

外
の
第
三
者
に
と
っ
て
不
利
益
と
な
る
場
合
に
は
問
題
が
生
ず
る
。
取
消
訴
訟
の
出
訴
・
勝
訴
に
「
権
利
侵
害
」
が
要
求
さ
れ
る
法
制
度
の

も
と
で
、
第
三
者
は
こ
の
行
政
行
為
を
争
え
る
の
か
、
第
三
者
に
1

権
利
侵
害
」
が
あ
る
と
い
え
る
の
か
、
寸
権
利
侵
害
L

の
前
提
に
あ
る
第

三
者
の
「
権
利
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
さ
ら
に
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
権
利
侵
害
」
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
れ

ら
が
こ
こ
で
の
基
本
的
な
問
題
で
あ
じ
。
こ
う
し
た
問
題
は
一
般
に
、
第
三
者
訴
訟
と
呼
ば
れ
る
問
題
群
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
環

境
訴
訟
、
消
費
者
訴
訟
の
ほ
か
、
競
業
者
訴
訟
、
隣
人
訴
訟
が
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。

本
稿
は
、
古
く
か
ら
判
例
に
登
場
し
て
き
た
、
建
築
許
可
を
隣
人
が
争
う
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
素
材
に
、
こ
の
問
題
を
解
き
明

か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
本
稿
は
取
消
訴
訟
に
お
け
る
「
権
利
」
・
「
権
利
侵
害
」
に
関
す
る
議
論
の
乏
し
い
わ
が
国
の
現
状

に
か
ん
が
み
、
圧
倒
的
に
豊
富
な
素
材
を
提
供
し
て
い
る
西
ド
イ
ツ
法
を
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
建
築
隣
人
訴
訟
に
お
け
る
第
三
者
隣

人
の
「
権
利
」
・
「
権
利
侵
害
」
に
関
し
て
、
判
例
上
、
現
に
存
在
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
理
解
の
全
体
像
を
と
ら
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

本
稿
の
特
色
と
構
成

本
稿
の
特
色
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
、
ド
イ
ツ
の
学
説
を
中
心
に
抽
象
的
な
議
論
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
に
対
し
、
判
例
を
中
心
に

実
証
的
に
検
討
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
ま
た
、
建
築
法
制
度
と
行
政
裁
判
法
制
度
の
検
討
も
行
な
う
。
制
度
の
検
討
に
は
二
つ
の
目
的
が
あ

る
。
ひ
と
つ
は
、
西
ド
イ
ツ
で
は
原
告
適
格
の
承
認
に
緩
や
か
な
態
度
が
と
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
結
果
、
「
権
利
L

・
「
権
利
侵
害
」
、
そ
し
て



「
違
法
L

の
す
べ
て
が
本
案
で
処
理
さ
れ
、
厚
み
の
あ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
で
き
れ
ば

「
権
利
」
な
ど
の
問
題
を
ど
こ
で
判
断
す
る
か
は
、
た
ん
に
「
ひ
き
だ
し
」
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
問
題
で
あ
る
、
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
示

し
た
い
。

他
の
ひ
と
つ
は
、
「
権
利
」
の
存
否
を
判
定
す
る
判
例
上
の
基
準
と
し
て
確
立
し
て
い
る
「
関
係
者
の
範
囲
の
《
画
定
可
能
説
》
」
が
、
建

築
許
可
の
隣
人
へ
の
告
知
を
出
訴
期
間
の
進
行
開
始
に
要
求
し
て
い
る
訴
訟
法
の
仕
組
み
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
な
ど
、
判
例
と
法
制
度

と
の
密
接
な
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

さ
て
、
本
稿
は
数
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
た
め
、
予
め
、
本
稿
の
大
要
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

2

本
稿
は
つ
ぎ
の
四
章
か
ら
成
る
。
か
つ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
が
一
貫
し
て
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
却
下
し
て
い
た
こ
と
に
照
ら

し
て
、
検
討
の
出
発
点
を
こ
こ
に
求
め
る
。
戦
後
一
転
し
て
そ
れ
を
承
認
す
る
に
至
っ
た
過
程
に
問
題
が
集
約
さ
れ
て
登
場
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る。

公法上の建築隣人訴訟(1)

ま
ず
、
第
一
章
(
隣
人
訴
訟
の
前
史
)
で
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
法
制
度
の
変
遷
と
判
例
を
紹
介
・
検
討
す
る
。
判
例
が
隣
人
訴
訟
を
不
適
法
却

下
し
て
い
た
理
由
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
学
説
に
よ
る
紹
介
と
異
な
り
、
判
例
は
行
政
訴
訟
の
目
的
を
早
く
か
ら
臣
民
(
国
民
)
の
権
利
保
護

に
求
め
て
い
た
こ
と
、
原
告
適
格
の
承
認
に
は
「
権
利
侵
害
」
の
主
張
で
足
り
る
と
し
た
判
例
・
学
説
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
が
指
摘
さ
れ
る
。

第
二
章
(
隣
人
訴
訟
の
承
認
)
で
は
、
隣
人
訴
訟
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
い
き
さ
つ
を
紹
介
・
検
討
す
る
。
特
に
、
隣
人

訴
訟
に
対
し
て
、
当
初
学
説
・
立
法
者
は
消
極
的
・
否
定
的
な
態
度
を
と
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
の
承
認
は
裁
判
所
に
よ
る
法
創
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
承
認
さ
れ
た
建
築
隣
人
訴
訟
に
お
い
て
、
さ
き
に
示
し
た
課
題
、
す
な
わ
ち
隣
人
訴
訟
に
お
け
る
隣
人
の
「
権
利
」
・
「
権
利
侵
害
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
が
以
下
で
検
討
さ
れ
る
。

第
三
章
(
隣
人
訴
訟
の
発
展
)
で
は
、
ま
ず
、
現
行
法
を
中
心
に
、
関
連
す
る
建
築
法
と
行
政
裁
判
所
法
の
規
定
が
紹
介
・
検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は

従
来
、
訴
訟
要
件
た
る
原
告
適
格
と
の
関
係
ば
か
め
訟
指
調
さ
れ
て
き
た
《
保
護
規
範
説
》
が
、
本
案
で
こ
そ
問
題
に
な
る
「
権
利
」
論
の
ひ
と
つ
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
改
め
て
指
摘
す
る
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
原
告
適
格
の
承
認
に
は
一
定
の
理
由
づ
り
を
伴
っ
た
「
権
利
侵
害
」
の
主

北法41(1・3)3



説

張
で
足
り
、
「
権
利
侵
害
」
と
は
寸
権
利
へ
の
違
法
な
打
撃
で
あ
る
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
理
解
は
わ
が
国
で
い
う
「
権
利
侵
害
L

と
は
異
な
る
た
め
、
本
章
以
後
、
「
権
利
侵
害
」
と
は
い
わ
ず
、
「
権
利
毅
損
」
と
表
現
す
る
。
こ
の
「
権
利
毅
損
」
の
具
体
的
内
容
が
以
下
で
明
ら
か
に

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
保
護
規
範
に
も
と
づ
く
隣
人
訴
訟
が
紹
介
・
検
討
さ
れ
、
隣
人
保
護
規
範
性
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
、
「
土
地
所
有
者
間
で
の
利
得
と
損

失
と
の
《
交
換
関
係
説
》
し
と
「
関
係
者
の
範
囲
の
《
画
定
可
能
説
》
」
と
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
示
す
。
一
許
し
て
、
基
本
権
に
も
と
づ
く
隣
人
訴
訟
が
紹

介
・
検
討
さ
れ
る
。
基
本
権
訴
訟
は
わ
が
国
で
は
正
面
か
ら
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
案
勝
訴
要
件
ゃ
、
基
本
権

訴
訟
の
珂
論
上
・
実
際
上
の
諸
問
題
が
検
討
さ
れ
る
。

第
四
章
(
隣
人
訴
訟
の
展
開
)
で
は
、
《
配
慮
原
則
》
に
も
と
づ
く
隣
人
訴
訟
が
検
討
さ
れ
る
。
隣
人
保
護
規
範
た
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
る
建
築
法
規

定
で
あ
っ
て
、
基
本
権
訴
訟
が
成
立
す
る
ほ
ど
の
状
況
で
は
な
く
と
も
、
「
関
係
者
の
範
囲
が
画
定
さ
れ
る
と
き
に
は
L

隣
人
保
護
を
認
め
る
の
が
、
こ

こ
で
検
討
さ
れ
る
《
配
慮
原
則
》
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
他
の
類
型
の
「
権
利
L

論
、
す
な
わ
ち
《
保
護
規
範
説
》
、
《
基
本
権
説
》
と
《
配
慮
原
則
説
》
と

を
比
較
し
、
《
配
慮
原
則
》
の
意
義
、
そ
の
具
体
的
内
容
、
主
観
化
要
件
要
素
な
ど
が
特
に
検
討
さ
れ
る
。

北法41(1・4)4

ヨL>、
日間

本
稿
に
よ
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
に
登
場
し
た
三
つ
の
「
権
利
」
論
、
す
な
わ
ち
《
保
護
規
範
説
》
、

"'" 

基
本
権
説
》
、
そ
し
て
《
配
慮
原
則
説
》
の
展
開
過
程
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
内
容
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
お
け
る
本
案
勝
訴
事
由

(
「
権
利
段
損
」
)
の
具
体
的
内
容
が
判
例
に
即
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

原
則
と
し
て
、
「
権
利
段
損
」
の
主
張
で
突
破
で
き
る
と
い
っ
て
よ
い
原
告
適
格
と
、
三
つ
の
「
権
利
」
論
と
に
よ
り
、
す
べ
て
の
建
築
法

違
反
が
司
法
審
査
に
服
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
西
ド
イ
ツ
建
築
隣
人
訴
訟
の
現
状
で
あ
る
。

(
l
)
の
ち
に
、
第
三
章
第
一
節
第
二
款
で
紹
介
す
る
よ
う
に
、
わ
が
国
で
い
う
寸
権
利
侵
害
」
概
念
は
ε
河
内

n
Z
2
2
Z
Rロロ
m3
と
い
う
ド
イ
ツ
語
に

正
確
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
(
参
照
、
小
早
川
光
郎
『
行
政
訴
訟
の
構
造
分
析
』
(
一
九
八
三
年
)
一

O
頁
以
下
注
(
日
)
、
安
念
潤
司
「
取

消
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
構
造
(
ご
)
」
国
家
学
会
雑
誌
九
八
巻
五
川
六
号
二
九
八
五
年
)
五

O
頁
以
下
、
六
三
頁
注
(
二
)
)
。
本
稿
も
、

第
一
二
章
第
一
節
第
二
款
以
降
、
小
早
川
・
同
前
警
に
な
ら
っ
て
、
原
則
と
し
て
、

z河
内
行

Z
2
q
w同
NEm--を
寸
権
利
毅
損
」
と
訳
す
。



公法上の建築隣人訴訟(1)

(
2
)
そ
の
他
、
取
消
事
由
制
限
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
西
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
状
況
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
大
西
有
二
「
取

消
違
法
事
由
の
制
限
に
関
す
る
一
考
察
|
!
西
ド
イ
ツ
計
画
法
と
保
護
規
範
説
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
北
大
法
学
論
集
四

O
巻
五
H
六
号
上

巻
(
一
九
九

O
年
)
六
一
二
頁
以
下
。

(
3
)
参
照
、
古
城
誠
「
消
費
者
訴
訟
の
原
告
適
格
」
北
大
法
学
論
集
四

O
巻
五
日
六
号
上
巻
(
一
九
九

O
年
)
ニ
七
一
頁
以
下
、
な
ど
。

(
4
)
参
照
、
佐
藤
英
世
寸
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
資
金
補
助
行
政
の
法
的
統
制
の
新
た
な
手
懸
か
り
に
つ
い
て
」
阪
大
法
学
一
三
八
号
(
一
九
八
六
年
)

八
九
頁
以
下
、
同
「
西
ド
イ
ツ
官
吏
法
に
お
け
る
競
争
者
訴
訟
付
」
奈
良
法
学
会
雑
誌
二
巻
一
号
(
一
九
八
九
年
)
一
頁
以
下
、
古
城
誠
「
競
業

者
訴
訟
の
原
告
適
格
|
|
原
告
適
格
の
紛
争
選
別
機
能
1
1
L
守
雄
川
一
郎
先
生
献
呈
論
集
・
行
政
法
の
諸
問
題
・
下
巻
』
(
一
九
九

O
年
)
二

O

七
頁
以
下
、
な
ど
。

(
5
)
参
照
、
遠
藤
博
也
「
複
数
当
事
者
の
行
政
行
為

ωー
ー
行
政
過
程
論
の
試
み
|
|
L
北
大
法
学
論
集
二

O
巻
一
号
(
一
九
六
九
年
)
一
頁
以
下
、

四
頁
以
下
、
三
吉
修
「
西
ド
イ
ツ
建
築
法
に
お
け
る
公
法
上
の
隣
人
訴
訟
の
歴
史
的
展
開
L
和
歌
山
大
学
経
済
理
論
一
八
一
号
(
一
九
八
一
年
)

四
六
頁
以
下
、
荒
秀
「
建
築
・
開
発
行
政
訴
訟
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
|
|
判
例
の
流
れ
を
中
心
と
し
て
|
|
」
法
曹
時
報
三
七
巻
一
号
(
一
九

八
五
年
)
一
頁
以
下
、
な
ど
。
ま
た
、
原
田
尚
彦
『
訴
え
の
利
益
』
(
一
九
七
三
年
)
二
四
五
頁
以
下
、
石
崎
誠
也
1

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
二
重

効
果
的
行
政
行
為
』
論
(
上
)
(
中
)
(
下
)
」
自
治
研
究
五
七
巻
一
一
号
八
六
頁
以
下
、
一
二
号
一
一
七
頁
以
下
、
五
八
巻
一
号
一

O
二
頁
以
下
、

ご
九
八
一
年

1
一
九
八
二
年
)
、
小
早
川
・
前
掲
書
注

(
1
)

一
四
一
頁
以
下
、
安
念
潤
司
「
取
消
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
構
造
言
己
L

国
家
学
会
雑
誌
九
八
巻
一
一
日
一
二
号
(
一
九
八
五
年
)
八
四
頁
以
下
、
九
七
頁
以
下
、
な
ど
に
も
(
西
)
ド
イ
ツ
に
お
け
る
多
く
の
建
築
隣
人

訴
訟
判
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)
と
く
に
行
政
法
上
の
1

権
利
論
L
は
、
裁
量
論
、
事
前
手
続
論
な
ど
に
比
べ
て
、
乏
し
い
よ
う
に
思
う
。
公
権
論
無
用
論
ま
で
あ
る
の
が
現
状

で
あ
る
。
伝
統
的
な
内
容
を
も
っ
た
公
権
論
は
と
も
か
く
、
行
政
法
上
の
権
利
に
関
す
る
議
論
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
違
法
論
」
は
、
近

時
、
国
家
賠
償
法
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
違
法
性
相
対
化
論
L
の
登
場
に
よ
っ
て
活
発
に
な
っ
て
き
た
も
の
の
(
参
照
、
藤
田
宙
靖
『
新
版
・

行
政
法
I
(
総
論
)
』
(
一
九
八
五
年
)
三
七
三
頁
以
下
、
西
埜
章
守
国
家
賠
償
責
任
と
違
法
性
』
(
一
九
八
七
年
)
、
遠
藤
博
也
『
実
定
行
政
法
』

ご
九
八
九
年
ご
一

O
頁
以
下
、
二

O
五
頁
以
下
、
二
七
二
頁
以
下
、
木
村
実
寸
行
政
法
に
お
け
る
違
法
|
|
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
越
権
三
可
恒

三
Z
m
を
中
心
と
し
て
」
『
雄
川
一
郎
先
生
献
呈
論
集
・
行
政
法
の
諸
問
題
・
中
巻
』
(
一
九
九

O
年
)
一
二
七
頁
以
下
、
園
部
逸
夫
寸
行
政
訴
訟
と

民
事
訴
訟
再
論
し
同
前
室
亘
一
二
五
頁
以
下
、
三
二
四
頁
以
下
、
な
ど
て
民
事
・
刑
事
法
に
比
べ
れ
ば
、
な
お
見
劣
り
す
る
よ
う
に
思
う
。
さ
ら
に
、
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説

「
侵
害
」
概
念
の
検
討
も
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
(
参
照
、
常
岡
孝
好
「
原
子
炉
等
規
制
法
に
基
づ
く
原
子
炉
設
置
許
可
処
分
に
つ
き
、
原

子
炉
施
設
周
辺
住
民
は
そ
の
取
消
し
を
求
め
る
原
告
適
格
を
有
す
る
|
l
右
許
可
処
分
に
つ
き
取
消
す
べ
き
違
法
性
は
な
い
と
し
た
事
例
(
伊
方

原
発
訴
訟
)
」
自
治
研
究
六
二
巻
七
号
(
一
九
八
六
年
)
一
一
一
二
頁
以
下
、
一
四
一
頁
以
下
。
な
お
、
参
照
、
安
念
潤
司
「
取
消
訴
訟
に
お
け
る
原

告
適
格
の
構
造
会
乙
」
国
家
学
会
雑
誌
九
八
巻
五
H
六
号
ご
九
八
五
年
)
五

O
頁
以
下
、
六
二
頁
以
下
注
ご
)
)
。

(

7

)

(

西
)
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
「
権
利
詳
細
」
・
「
原
告
適
格
論
」
の
理
論
(
史
)
的
研
究
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
す
で
に
か
な
り
の
蓄
積
が
あ
る
。

包
括
的
研
究
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
参
照
、
原
田
尚
彦
『
訴
え
の
利
益
』
(
一
九
七
一
二
年
)
二
四
五
頁
以
下
、
小
早
川
・
前
掲
書
注

(
1
)
、
石
川

敏
行
「
ド
イ
ツ
公
権
理
論
の
形
成
と
展
開
(
一
)
(
一
一
)
(
三
)
(
四
・
完
)
」
法
学
新
報
八
四
巻
一
・
二
・
三
号
一
五
一
頁
以
下
、
四
・
五
・
六
号

一
一
三
頁
以
下
、
七
・
八
・
九
号
八
三
頁
以
下
、
八
五
巻
一
・
二
・
二
一
号
一
一
五
頁
以
下
(
一
九
七
七
年
1
一
九
七
八
年
)
、
同
「
ド
イ
ツ
公
権
理

論
の
限
界
(
一
)
(
ニ
・
完
)
|
|
公
法
実
証
主
義
時
代
を
中
心
と
し
た
批
判
的
考
察
|
|
L
法
学
新
報
八
六
巻
四
・
五
・
六
号
二
三
頁
以
下
、

七
・
八
・
九
号
二
二
五
頁
以
下
ご
九
七
九
年
1
一
九
八

O
年
)
、
な
ど
。
ま
た
、
判
例
分
析
を
も
混
じ
え
た
研
究
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
安
念
潤

司
「
取
消
訴
訟
に
お
げ
る
原
告
適
格
の
構
造
(
一
)
(
一
一
)
(
三
)
(
四
・
完
)
」
国
家
学
会
雑
誌
九
七
巻
一
一
・
一
一
一
号
一
頁
以
下
、
九
八
巻
五
・

六
号
五

O
頁
以
下
、
九
八
巻
一
一
・
一
二
号
八
四
頁
以
下
、
九
九
巻
七
・
八
号
一
頁
以
下
ご
九
八
四
年
1
一
九
八
六
年
)
が
あ
る
。

(8)
西
ド
イ
ツ
の
建
設
法
制
度
の
分
析
・
紹
介
と
し
て
、
山
下
淳
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
土
地
の
建
築
的
利
用
規
制
(
一
)
(
二
)
(
三
)
(
四
)
(
五
)

(
六
・
完
)
1
|
建
築
自
由
に
関
す
る
予
備
的
考
察
」
自
治
研
究
五
九
巻
一

O
号
九
・
一
頁
以
下
、
一
一
号
一

O
五
頁
以
下
、
一
二
号
九
二
頁
以
下
、

六
O
巻
一
号
一
一

O
頁
以
下
、
二
号
一
二
八
頁
以
下
、
三
号
一
一
九
頁
以
下
ご
九
八
三
年
1
一
九
八
四
年
)
が
最
も
詳
細
で
あ
る
。

(

9

)

(

西
)
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
法
制
度
(
史
)
の
分
析
・
紹
介
と
し
て
、
代
表
的
な
も
の
に
、
南
博
方
『
行
政
裁
判
制
度
』
(
一
九
六

O
年
)
、
宮
崎

良
夫
「
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
官
府
裁
判
(
関
白
5
5
巾
ユ
己
主
N
)

」
社
会
科
学
研
究
二
四
巻
五
H

六
号
(
一
九
七
三
年
)
一
頁
以
下
、
同
「
『
法
治
国
』

の
理
念
と
現
実
(
一
二
三
|
|
プ
ロ
イ
セ
ン
官
僚
制
法
治
主
義
の
特
質
|
L
社
会
科
学
研
究
二
五
巻
二
号
五
二
頁
以
下
、
二
六
巻
一
号
一
頁

以
下
ご
九
七
四
年
)
(
以
上
、
『
法
治
国
理
念
と
官
僚
制
』
(
一
九
八
六
年
)
所
収
)
、
同
コ
行
政
訴
訟
の
法
理
論
』
(
一
九
八
四
年
)
所
収
の
西
ド

イ
ツ
関
連
論
文
、
な
ど
が
あ
る
。

(
叩
)
出
訴
期
間
の
進
行
に
と
っ
て
、
名
宛
人
以
外
の
第
三
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
告
知
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
石
崎
誠
也
「
西

ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
二
重
効
果
的
行
政
行
為
』
論
(
下
)
L
自
治
研
究
五
八
巻
一
号
(
一
九
八
二
年
)
一

O
二
頁
以
下
、
一

O
四
頁
以
下
、
佐
藤
英

世
「
西
ド
イ
ツ
官
吏
法
に
お
け
る
競
争
者
訴
訟
付
L
奈
良
法
学
会
雑
誌
二
巻
一
号
(
一
九
八
九
年
)
一
頁
以
下
、
一
八
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
フ

論
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公法上の建築隣人訴訟(1)

ラ
ン
ス
法
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
交
告
尚
史
「
行
政
処
分
の
通
知
と
出
訴
期
間

l
1
フ
ラ
ン
ス
法
を
素
材
と
し
て
|
|
」
神
戸
商
大
四

O
巻
一
号

ご
九
八
八
年
)
一
五
頁
以
下
。

(
日
)
「
権
利
L
、
「
原
告
適
格
」
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
抽
象
的
な
、
法
規
範
の
保
護
目
的
を
過
度
に
強
調
し
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
(
た
と

え
ば
、
小
早
川
・
前
掲
書
注

(
1
)

一
二
九
頁
以
下
の
判
例
検
討
を
み
よ
)
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
も
と
よ
り
(
西
)
ド
イ
ツ
の
研
究
者
の
態
度
に

も
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
本
稿
は
、
制
度
を
生
み
出
し
た
者
、
つ
ま
り
立
法
者
の
思
想
や
判
例
に
対
す
る
態
度
に
も
関
心
を

寄
せ
た
が
、
ま
っ
た
く
不
十
分
な
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

(
ロ
)
従
来
の
学
説
に
お
い
て
、
《
保
護
規
範
説
》
は
権
利
論
で
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
も
っ
ぱ
ら
訴
訟
要
件
た
る
原
告

適
格
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
参
照
、
雄
川
一
郎
「
行
政
訴
訟
の
客
観
化
の
傾
向
と
原
告
適
格
法
」

『
法
学
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集
・
第
一
巻
』
(
一
九
八
三
年
)
六
三
三
頁
以
下
、
六
四
四
頁
(
「
行
政
争
訟
の
理
論
』
(
一
九
八
六
年
)
所
収
)
(
〈
第

三
者
の
訴
が
許
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
関
係
法
規
が
そ
の
者
の
個
人
的
利
益
を
も
保
護
す
る
目
的
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う

の
が
、
保
護
法
規
理
論
〔
H
保
護
規
範
説
〕
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
と
、
「
研
究
会
・
現
代
型
行
政
訴
訟
の
検
討
課
題
し
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
二
五
号
こ

九
八
八
年
)
六
頁
(
わ
が
国
の
行
政
事
件
訴
訟
に
お
け
る
第
三
者
の
原
告
適
格
を
論
じ
る
中
で
な
さ
れ
た
、
高
木
光
氏
の
発
言
(
〈
(
訴
訟
要
件
の

問
題
た
る
原
告
適
格
の
存
否
判
断
基
準
と
し
て
〕
ド
イ
ツ
で
も
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
と
い
う
形
、
あ
る
い
は
根
拠
法
規
の
趣
旨
で
判
断
す
る
〔
川

保
護
規
範
説
〕
と
い
う
の
が
、
実
務
上
は
確
立
し
て
い
る
〉
)
)
な
ど
。
な
お
、
雄
川
一
郎
「
訴
の
利
益
と
民
衆
訴
訟
の
問
題
|
|
主
観
的
訴
の
利

益
の
拡
大
と
そ
の
限
界
に
関
す
る
一
般
理
論
へ
の
試
論
|
|
L
『
田
中
二
郎
先
生
古
希
記
念
・
公
法
の
理
論
・
中
』
(
一
九
七
六
年
)
一
二
五
九
頁

以
下
(
同
前
書
所
収
)
は
、
「
行
政
行
為
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
蒙
っ
た
者
が
、
裁
判
的
保
護
を
う
け
る
資
格
が
あ
る
か
し
を
論
じ
る
も
の

で
あ
り
、
か
っ
、
〈
訴
の
利
益
の
問
題
は
、
種
々
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
原
告
適
格
、
即
ち
取
消
訴
訟
に
お
い
て

取
消
を
求
め
ら
れ
て
い
る
行
政
行
為
と
原
告
の
利
益
と
の
関
係
の
問
題
を
中
心
に
扱
う
。
こ
の
訴
の
利
益
の
問
題
を
訴
訟
法
上
は
本
案
前
の
問
題

と
す
る
か
、
本
案
の
問
題
と
す
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
本
稿
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
〉
(
一
二
六
一
頁
以
下
)

と
し
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
寸
保
護
目
的
理
論
」

(
H
保
護
規
範
説
)
を
、
も
っ
ぱ
ら
西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法
四
二
条
二
項
の
も
と
で
、
「
原

告
適
格
の
問
題
」
と
し
て
紹
八
介
川
.
検
討
し
て
い
る
(
ご
一

格
な
る
用
語
を
訴
訟
要
件
と
本
案
の
両
方
に
つ
い
て
用
い
て
い
る
旨
を
特
に
注
-
記
記
し
て
お
り
、
保
護
規
範
説
を
訴
訟
要
件
た
る
原
告
適
格
の
理
論

と
し
て
だ
け
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
先
駆
的
業
績
た
る
、
原
因
・
前
掲
書
注

(5)
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説

二
四
八
頁
注

(
1
)
に
お
い
て
、
「
ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
原
告
適
格
(
〉
E
Z
Z
m
E
E
R
Zロ
)
と
訴
訟
追
行
権
(
呂
田
関
与
巾
p
m
E
m
)
の
両
概
念
を

区
分
し
、
後
者
は
権
利
侵
害
を
一
貫
し
て
主
張
す
る
者
に
認
め
、
こ
れ
を
訴
訟
要
件
と
す
る
に
対
し
、
原
告
適
格
は
権
利
侵
害
を
現
実
に
蒙
っ
た

者
に
認
め
、
こ
れ
を
訴
の
理
由
(
勝
訴
要
件
)
に
属
す
る
と
す
る
。
」
(
傍
点
原
文
)
と
語
ら
れ
て
い
た
。

(
日
)
基
本
権
訴
訟
を
論
ず
る
数
少
な
い
邦
語
文
献
と
し
て
、
棟
居
快
行
「
『
基
本
権
訴
訟
』
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
L

芦
部
信
喜
先
生
還
暦
記
念
『
憲
法

訴
訟
と
人
権
の
理
論
』
(
一
九
八
五
年
)
一
四
三
頁
以
下
が
あ
る
。
画
期
的
な
業
績
で
あ
る
。

(
H
)

《
配
慮
原
則
》
に
も
と
づ
く
隣
人
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
石
崎
誠
也
「
西
ド
イ
ツ
建
築
法
に
お
け
る
『
隣
人
利
益
の
配
慮
原
則
』
付
同
」

法
政
理
論
(
新
潟
大
学
)
一
九
巻
一
号
五
四
頁
以
下
、
二

O
巻
二
号
一
二
ニ
頁
以
下
(
一
九
八
六
年

1
一
九
八
七
年
)
、
同
「
隣
人
保
護
的
配
慮
原

則
に
関
す
る
西
ド
イ
ツ
連
邦
行
政
裁
判
所
判
例
の
展
開
」
法
政
理
論
二
二
巻
四
号
(
一
九
九

O
年
)
五
九
頁
以
下
、
の
紹
介
・
検
討
が
あ
る
。

(
日
)
一
九
九

O
年
一

O
月
、
東
西
ド
イ
ツ
は
統
一
を
遂
げ
、
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
の
用
い
る
「
西
ド
イ
ツ
」
と
い
う
表
現
は
正
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、

本
稿
の
対
象
は
、
統
一
前
の
西
ド
イ
ツ
だ
け
で
あ
る
た
め
、
「
ド
イ
ツ
」
と
い
う
表
現
は
用
い
な
か
っ
た
。

北法41(1・8)8

論

第
一
章

隣
人
訴
訟
の
前
史

第

節

プ
ロ
イ
セ
ン
法
制
の
概
観

プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
が
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
一
貫
し
て
却
下
し
て
い
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
に
属
す
る
。
こ
こ
で
は

そ
の
理
由
を
検
討
す
る
前
に
、
同
裁
判
所
が
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
建
築
法
制
(
第
一
款
)
と
行
政
裁
判
法
制
(
第
二
款
)
の

概
略
、
変
遷
を
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
法
制
度
の
内
容
、
そ
の
変
化
が
判
例
に
影
響
し
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。



第
一
款

建
築
法
制
の
概
観

プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
は
、
建
築
限
界
線
た
る
建
築
線
の
確
定

(
F
m
Z
2
N
5
m
〈。ロ

E
R宮
-z-g)
と

一
八
七
一
年
以
降
増
大
し

た
道
路
建
設
費
用
に
関
す
る
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
負
担
緩
和
を
主
な
目
的
と
し
た
、
一
八
七
五
年
の
都
市
等
に
お
け
る
道
路
等
の
建
設
・
変
更
に

関
す
る
法
律
の
よ
う
な
都
市
計
画
法
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
法
律
も
あ
っ
た
が
、
一
九
一
九
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
統
一
建
築
命
令
ま
で
、
建
築

の
賦
与
を
規
律
す
る
統
一
的
・
一
般
的
建
築
警
察
法
は
な
く
、

許
可
(
∞

E
E
E
σ
巳
印
)

い
わ
ゆ
る
建
築
自
由
(
切
さ
同
2
5
0
5
の
原
則
を

一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
一
篇
八
章
六
五
条
と
、
約
三

O
O
に
も
の
ぼ
る
、
多
様
な
地
域
ご
と
の
建
築
警
察
命

令
(
∞
凶
五
)
色
町
包
〈

q
o丘
ロ
ロ
ロ
肉
)
が
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

定
め
る
、

公法上の建築隣人訴訟(1)

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
は
、
建
築
自
由
の
原
則
を
無
制
限
に
認
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
建
築
案
(
∞

E
〈
。
岳
山
宮
口
)

に
つ
い
て
、
予
め
許
可
を
受
け
る
べ
き
こ
と
(
〉
日
諸
色

-zf
。g各
自
宮
指
名
白
色
)
を
定
め
て
い
た
ほ
か
ご
篇
八
章
六
七
k
m
)
、

当
該
建
築
が
公
共
の
安
全
を
害
し
た
り
、
道
路
や
公
の
広
場
な
ど
の
形
状
を
損
な
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
拒
否
す
る
権
限
を
官
憲

に
与
え
る
な
ど
(
同
篇
同
章
六
六
条
、
七
一
条
)
、
原
則
的
規
律
も
用
意
し
て
い
た
。
詳
細
は
地
域
ご
と
の
警
察
命
令
に
よ

(
同
篇
同
章
八
二
条
)
、
先
述
の
ご
と
く
多
様
な
規
律
が
な
さ
れ
て
い
た
。

(Cσ

ユmwo芹
)

る
こ
と
と
さ
れ

と
こ
ろ
で
、
道
路
・
広
場
等
の
形
状
を
悪
化
さ
せ
る
建
築
を
警
察
命
令
で
規
律
す
る
試
み
は
、
類
似
の
命
令
が
争
わ
れ
た
、

の
有
名
な
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
判
決
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
当
時
の
法
観
念
に
し
た
が
っ
て
、

警
察
の
責
務
を
消
極
的
な
危
険
排
除
に
限
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一
八
八
二
年

北法41(1・9)9

一
九

O
二
年
の
優
良
景
観
の
形
状
悪
化
阻
止
法
、

そ
し
て
、

み
ぎ
判
決
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
、

一
九

O
七
年
の
村
落
お
よ
び
優
良
景
観



説

の
形
状
悪
化
阻
止
法
、
一
九
一
八
年
の
住
宅
法
な
ど
を
経
て
、
今
日
の
西
ド
イ
ツ
建
築
法
制
の
輪
郭
を
示
す
多
数
の
建
築
関
連
法

律
が
登
場
す
る
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
一
九
二

0
年
代
の
こ
と
で
あ
り
、
現
在
の
西
ド
イ
ツ
建
築
法
制
が
完
成
す
る
の
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
、
一
九
六

O
年
制
定
の
連
邦
建
設
法
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、

北法41(1・10)10

論

(
1
)
の巾印
2
N
L
)巾
門
司
丘
町
巾
ロ
仏
佳
巾
〉
ロ
】
巾
関
口
口
問
ロ
ロ
仏
〈
ぬ
『
位
ロ
己
巾
『
ロ
ロ
m
〈。ロ

ω可
由
民
巾
ロ
ロ
ロ
門
日
宝
山
門
N巾口一口

ω円
以
己
件
巾
ロ
ロ
ロ
門
ご
山
口
門
主

nF巾ロ
O
ユ印口町田内同町ロ

〈
-
N
N
H∞
吋
印
(
の

g
s
pロ
門
司
印
。
2
2
N白血
5
5
-
E
m
v
z
g
'
H∞討-∞門】・ω・

ω・
3]
町
内
)
・
本
法
一
条
四
項
に
よ
る
と
、
建
築
線
に
は
道
路
に
関

す
る
も
の
(
盟
E
E
S同
E
n
y
E口
広
口
)
と
、
建
築
に
関
す
る
も
の
(
回

2
2
z
S
E
E
mロ
)
と
が
あ
り
、
通
常
、
前
者
は
後
者
を
も
意
味
し
、
後
者

は
建
築
の
許
容
範
囲
を
規
律
し
た
。
本
法
に
よ
り
、
建
築
線
の
確
定
権
限
が
国
家
官
庁
か
ら
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
移
譲
さ
れ
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
い
わ
ゆ

る
計
画
高
権

(
2
2
5
m印
gym-丹
)
の
担
い
手
に
な
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
(
参
照
、
成
田
頼
明
「
西
ド
イ
ツ
連
邦
建
設
法
と
そ
の
改
正
問
題

(
上
)
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
七
四
号
ご
九
七
四
年
)
五
三
頁
、
村
上
博
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
計
画
法
理
論
研
究
序
説
」
名
古
屋
大
学
法

政
論
集
八
一
号
こ
九
七
九
年
)
一
一
一
一
頁
以
下
、
一
ニ
ニ
頁
。
そ
の
他
、
本
法
の
意
義
等
に
つ
き
、

a--
者
・
何
百
巳
¥
ぎ
-
N
E
W
同
町
ロ
¥
巧
-

虫
色
g
ぴ巾叶
mw
切
ロ
ロ
己
巾
岳
山
口
閃
巾
印
2
N
]庄・

ω
N
Z

回
三
巴
E
D
m
(印
g
ロ
仏
邑
ゴ
)
一
ハ
ル
ト
ム

l
ト
・
デ
ィ

l
テ
リ
ッ
ヒ
/
ユ
ル
ゲ
ン
・
コ
ツ
ホ

(
阿
部
成
治
訳
)
『
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
制
度
』
(
一
九
八
一
年
二
六
頁
以
下
、
二
一
二
頁
以
下
参
照
)
。
こ
う
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
制
度
と
わ

が
国
の
市
街
地
建
築
物
法
(
大
正
八
年
四
月
五
日
法
律
第
三
七
号
)
の
定
め
る
建
築
線
制
度
と
の
関
係
お
よ
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
参
照
、
荒

秀
・
関
哲
夫
編
『
建
築
基
準
法
の
諸
問
題
』
(
一
九
八
四
年
)
一

O
七
頁
以
下
、
一
一
八
頁
(
小
宮
氏
発
一
百
)
、
石
田
頼
房
『
日
本
近
代
都
市
計
画

の
百
年
』
(
一
九
八
七
年
)
一
三
七
頁
以
下
。
そ
の
他
、
プ
ロ
イ
セ
ン
建
築
法
制
一
般
に
つ
い
て
、
〈
m-・の
-
p
z
g
N
5
E巾
開
三
者
一
円
E
ロ
ロ
肉
己
巾
印

∞
白
巳
吋
巾
門
町
仲
田
口
口
仏
庄
町
田
m
g
E
H
5
0丘
E
D
m
Jぐ
qt司〉吋
ny--
由主

ω・
ω
S
R・
3

コ
R)
一
高
橋
寿
一
寸
農
地
転
用
論
(
二
|
|
西
ド
イ
ツ

に
お
け
る
農
業
的
土
地
利
用
と
都
市
的
土
地
利
用
|
|
」
社
会
科
学
研
究
三
九
巻
五
号
ご
九
八
八
年
)
一
頁
以
下
、
四
五
頁
以
下
、
村
上
弘
「
西

ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
と
政
治
行
政
構
造
|
|
伝
統
と
近
年
の
発
展
|
|
」
立
命
館
法
学
一
八
八
・
一
八
九
・
一
九

O
号
ご
九
八
六
年
)
一
一
五

頁
以
下
、
一
一
七
頁
以
下
。

(
2
)
〈
包
・
民
国
・

3
J白
cr∞白己
w切。門凶巾ロ
t

ロ
ロ
門
同
月
山
口
言
。
丘
ロ
ロ
口
問
団
司
m
n
Z
J
H口
一
円
〈
。
ロ
冨
ロ
ロ
n
F
(
z
g
m・7
∞巾印
C
ロ
色
町
円
巾
印
〈
向
者
出

-E口問中
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説

改
正
す
る
も
の
で
あ
る
(
〈
包
・
肘
5
2
¥
N
E
W与
口
¥
虫
色

gσ
巾円
m・
2
0
(匂ロ
-H)wm己
・
吋
)
。
本
法
は
、
健
全
な
住
居
の
た
め
に
必
要
な
規
制
を
可

能
に
し
た
点
で
画
期
的
な
内
容
を
も
っ
て
い
た
。
本
法
の
特
色
・
意
義
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
デ
ィ

l
テ
リ
ッ
ヒ
/
コ
ツ
ホ
(
阿
部
訳
)
・
前
掲
書

注

(
1
)
一
二
四
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
〈
関
戸
明
江
田
C
F

白血()(明，
P
N
)
噌∞
-
t品・

(
日
)
〈

m--m，円一同三唱白血
O
(
司ロ・
N
)

噌∞
-EH印・

三A
U聞

第
二
款

行
政
裁
判
法
制
の
概
観

概
観

川
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
近
代
的
行
政
裁
判
制
度
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
一
八
七
二
年
の
郡
条
令
で
あ
っ
た
。
郡
条
令
は
、
「
プ
ロ
イ
セ

ン
地
方
制
度
の
起
点
で
あ
る
と
同
時
に
行
政
裁
判
制
度
の
基
礎
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
」
す
な
わ
ち
、
郡
条
令
は
、
従
来
、
国
家
の
行
政

官
庁
で
あ
る
県
政
庁
(
∞
宮
町

-Qa-qsm)の
権
限
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の
多
く
を
郡
に
委
譲
し
、
郡
を
地
方
制
度
の
要
と
す
る
と
と
も
に
、

行
政
争
訟
制
度
を
も
規
律
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
郡
条
令
の
内
容
か
ら
重
要
な
も
の
を
概
観
す
る
。

第
一
に
、
郡
は
、
郡
長

(
F
S骨
丘
町
)
、
郡
会
(
関
門
包
丸
山
阿
川
町
内

z
-
2
q
g
E
E
E口
問
)
、
郡
参
事
会
(
同

2
2
2
m
R
Fロ
ロ
)
か
ら
成
り
、
郡

長
を
長
と
す
る
郡
参
事
会
に
権
限
が
集
中
し
て
い
た
。
ま
た
、
都
市
(
印

E
仏
門
)
の
み
か
ら
成
る
郡
を
除
き
、
郡
の
下
に
は
都
市
ベ
チ
ル
ク

(ωE島
σ巾
N一
号
)
と
ア
ム
ツ
ベ
チ
ル
ク
(
〉
E
Z
Z
N町
片
)
が
あ
り
、
後
者
の
下
に
は
、

さ
ら
に
、

ラ
ン
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
(
戸
ωロ己
mm山
口
巾
吉
弘
巾
)

一
三

O
条
以
下
、

と
グ
1
ツ
ベ
チ
ル
ク

(
の
己
各
自
町
付
)
が
あ
っ
た

(
参
照
、
郡
条
令
三
一
条
、
七
四
条
以
下
、

八
四
条
以
下
、

一
三
五
条

北法41(1・12)12 



以
下
)
。
ま
た
、
建
築
警
察
に
関
す
る
事
項
は
、

ア
ム
ツ
ベ
チ
ル
ク
の
長
た
る
ア
ム
ツ
長
(
〉

E
g
g
g
Z
Z吋
)
が
権
限
を
有
し
て
い
た
(
郡
条
令
五

九
条
一
号
)
。

第
二
に
、
郡
条
令
が
規
律
す
る
行
政
争
訟
制
度
の
内
容
は
、
大
き
く
、
次
の
三
種
類
に
分
類
・
整
理
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
①
ア
ム
ツ

長
の
処
分

2
2
E
m
g
m
)
に
対
す
る
郡
参
事
会
へ
の
訴
願
(
∞
OR}言
。
丘
ゆ
)
の
概
括
主
義
に
よ
る
原
則
的
承
認
(
郡
条
令
六
七
条
一
項
。

但
し
、
七
九
条
な
い
し
八
三
条
、
一
三
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
を
除
く
)
、
②
郡
長
、
ア
ム
ツ
長
ら
が
、
そ
の
警
察
権
句
。
ロ
N
2
唱
者
mp)
を

行
使
す
る
に
あ
た
り
、
法
律
上
の
強
制
手
段

(mgm区一の宮内吋
N
司
自
習
B
E包
)
の
利
用
を
許
さ
れ
た
命
令
(
〉
ロ

C
E
E口
問
)
に
対
す
る
郡

参
事
会
へ
の
出
訴
(
∞

q
c
E
D
m
)
(ア
ム
ツ
長
ら
の
命
令
に
対
す
る
場
合
)
、
あ
る
い
は
、
行
政
裁
判
所
(
〈

R
ぎ
と
門

5
m
m
m耳
目
。
宮
)
へ
の
出

訴
(
∞
角
己
P
認
)
(
郡
長
の
命
令
に
対
す
る
場
合
)
の
概
括
主
義
に
よ
る
承
認
(
郡
条
令
七
九
条
一
項
、
八

O
条
一
項
、
二
項
)
、
そ
し
て
、

③
郡
参
事
会
の
諸
決
定
(
開

E
R
E
-含
口
問
。
ロ
)
に
対
す
る
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
白
骨
丘
g
m
)
の
承
認
(
郡
条
令
一
五
五
条
)
、
で
あ
る
。

最
後
の
③
に
い
う
承
認
は
、
郡
参
事
会
の
権
限
に
、
郡
業
務
の
執
行
、
郡
官
吏
の
任
命
・
指
導
・
監
督
な
ど
一
般
的
な
権
限
の
ほ
か
(
郡
条

さ
ま
ざ
ま
な
特
別
の
行
政
事
項
も
含
ま
れ
て
い
た
た
め
(
郡
条
令
一
三
五
条
)
、
理
論
上
は
列
記
主
義
に
よ
る
承
認
と
理
解

公法上の建築隣人訴訟(1)

さ令
れー
よ三
うE四
。条ア

ム
ツ
長
が
建
築
警
察
事
項
に
関
し
て
な
し
た
処
分
・
命
令
に
対
す
る
訴
願
を
裁
決
す
る
こ
と
も
郡
参
事
会
の
権
限
で
あ
っ
た
(
郡

条
令
一
三
五
条
六
項
)
。

内

4
ま
た

北法41(1・13)13

一
八
七
五
年
七
月
三
日
の
行
政
裁
判
所
構
成
説
に
よ
っ
て
、
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
最
上
級
審
と
し
て
、

プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
出
。
本
法
は
、
行
政
裁
判
所
の
組
織
、
手
続
、
費
用
、
判
決
の
執
行
(
ぐ

2
E
B
n
w
s
m
)
に
関

す
る
規
律
か
ら
成
り
、
争
訟
手
続
を
除
き
、
郡
条
令
を
受
け
継
い
で
い
た
(
行
政
裁
判
所
構
成
法
八
条
、
九

O
条
二
号
)
。
し
か
し
、
郡
行
政

以
上
の
郡
条
令
に
つ
づ
く
、



説

裁
判
所
(
郡
参
事
会
)
、
県
行
政
裁
判
所
(
∞

R
E
2
2さ
ω15mmmm-ny門
)
、
上
級
行
政
裁
判
所

(
0
5
2
2
4司
色
丹

5
m
m
mぬ
円
一
の
宮
)
の
そ
れ

ぞ
れ
の
管
轄
(
印
R
E
W
Z
N己
印
円
以
ロ
島
問
}
自
己
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
律
に
よ
る
規
律
に
委
ね
て
い
た
(
行
政
裁
判
所
構
成
法
三
条
)
。

み
ぎ
を
う
け
て
、
一
八
七
六
年
七
月
二
六
日
に
制
定
さ
れ
た
の
が
権
限
法
で
あ
る
。
こ
の
権
限
法
に
よ
り
、
各
行
政
庁
の
管
轄
が
規
律
さ

れ
た
ほ
村
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
に
関
す
る
規
律
も
整
理
さ
れ
的
。
す
な
わ
ち
、
①
明
文
の
定
め
あ
る
場
合
を
除
き
、
郡
警
察
官
庁
な
ど
の

警
察
処
分
(
宮
E
N巾

E
n
Z
〈
角
苫
関
口
口
問
)
に
対
す
る
郡
長
ら
へ
の
訴
願
、
お
よ
び
、
訴
願
に
関
す
る
郡
長
ら
の
裁
決
に
対
す
る
上
級
行
政
裁

判
所
、
も
し
く
は
、
郡
参
事
会
、
県
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
(
百
話
。
)
の
概
括
主
義
に
よ
る
規
律
(
権
限
法
一
ニ

O
条
一
項
、
三
項
、
三
一

条
一
項
)
、
②
そ
の
他
、
各
種
行
政
事
項
に
関
す
る
特
別
規
定
に
お
け
る
行
政
争
訟
手
続
の
列
記
主
義
に
よ
る
規
律
(
権
限
法
四

O
条
以
下
。

行
政
庁
の
管
轄
規
律
を
含
む
)
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
列
記
主
義
が
並
存
し
た
こ
と
か
ら
、
①
の
概
括
主
義
は
警
察
処
分
に
関
す
る
部
分

北法41(1・14)14

三~L>、

民間

的
概
括
主
義
と
も
い
え
よ
う
。

み
ぎ
の
訴
え
は
、
係
争
裁
決
が
違
法
で
あ
る
こ
と
、
構
成
要
件
事
実
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
に
の
み
依
拠
で
き
る
、
と
さ
れ
る
に

と
ど
ま
り
、
「
権
利
侵
害
」
の
要
件
は
な
お
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
(
権
限
法
三

O
条
三
項
一
号
、
二
号
、
三
一
条
二
項
)
。

つ
づ
く
一
八
八

O
年
の
組
織
法
は
、
行
政
組
織
に
関
す
る
一
般
規
定
を
設
け
た
ほ
か
(
組
織
法
一
章
、
二
章
)
、
行
政
庁
の
管
轄
規
律
、
行

政
争
訟
事
項
に
関
す
る
権
限
法
の
規
律
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
(
組
織
法
六
条
、
四
一
条
以
下
、
六
三
条
以
下
、
九
一
条
参
院
叫
。

た
だ
し
、
訴
え
は
、
係
争
裁
決
が
違
法
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
原
告
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る

な
お
、

(色。ロ

同
区
間
巾
吋

E
m
aロぬロ

認
可
}
ぬ
定
。
)
こ
と
、
構
成
要
件
事
実
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
に
の
み
依
拠
で
き
る
、
と
さ
れ
、
「
権
利
侵
害
」
の
要
件
が
明
文
で
要
求
さ
れ
る

に
至
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
(
組
織
法
六
三
条
三
項
一
号
、
二
号
、
六
四
条
二
項
)
。

叩
み
ぎ
組
織
法
に
お
け
る
行
政
組
織
の
一
般
規
定
、
行
政
争
訟
の
規
律
と
行
政
庁
の
管
轄
規
律
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
八
八
三
年
の
一
般

ラ
ン
卜
行
政
法
と
、
新
し
い
権
限
法
と
に
よ
っ
て
発
展
的
に
継
受
さ
れ
た
。
一
八
八
三
年
以
降
、
行
政
関
連
法
律
が
新
た
に
制
定
さ
れ
る
場

河

ony-打。ロ



合
、
そ
こ
で
許
容
さ
れ
る
権
利
救
済
手
段
(
問
R
Y
Z
5
5
0
]
)
は、

一
般
ラ
ン
ト
行
政
法
七
条
二
項
が
、
行
政
裁
判
所
構
成
法
三
条
と
同
じ
く
、

行
政
裁
判
所
の
管
轄
(
叩
常

z
r
Z
N
5
Eロ
色
m
w
o
X
)
を
特
別
法
に
よ
る
規
律
に
委
ね
る
方
式
を
と
っ
た
た
め
、
警
察
処
分
に
か
か
る
も
の

を
除
き
(
部
分
的
概
括
主
義
)
、
列
記
主
義
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

最

後

に

、

一

九

一

三

年

の

プ

ロ

イ

セ

ン

警

察

行

政

断

に

よ

っ

て

廃

止

さ

れ

た

。

(4) 

一
般
ラ
ン
ト
行
政
法
は
、

2 

ま
と
め

制
度
改
革
と
判
例

以
上
の
概
観
か
ら
、
郡
警
察
官
庁
な
ど
の
警
察
処
分
に
対
す
る
権
利
救
済
の
概
括
主
義
と
、

イ
セ
ン
行
政
争
訟
法
の
基
本
構
造
は
、
す
で
に
郡
条
令
に
お
い
て
そ
の
輪
郭
を
示
し
て
お
り
、

と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
他
の
場
合
の
列
記
主
義
と
い
う
、
プ
ロ

一
八
七
六
年
の
権
限
法
に
よ
っ
て
整
理
・
完

成
さ
れ
た
、

ま
た
、

み
ぎ
権
限
法
以
後
、
行
政
争
訟
制
度
の
基
本
構
造
に
抜
本
的
改
革
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

い
わ
ゆ
る
処
分
性
(
行
政
訴
訟
の
対
象
如
何
の
問
題
)
に
つ
き
、
郡
条
令
が
独
特
の
理
解
を
前
提
に
し
て
い
た
こ
と
を
除
き
、
行
政
争
訟
制

公法上の建築隣人訴訟(1)

度
の
変
遺
が
判
例
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
=
二
年
の
警
察
行
政
法
が
そ
れ
ま
で
の
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級

(
四
)

行
政
裁
判
所
の
判
例
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
判
例
が
制
度
改
革
に
影
響
を
与
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

内，‘

列
記
主
義
と
概
括
主
義

さ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
行
政
争
訟
制
度
に
お
い
て
、
郡
警
察
官
庁
な
ど
の
警
察
処
分
を
除
き
、
い
わ
ゆ
る
列
記
主
義
が
採
用
さ
れ
た
理
由
と

し
て
、
郡
長
、
県
政
庁
な
ど
の
既
存
の
行
政
庁
、
お
よ
び
、
行
政
裁
判
所
、
そ
し
て
訴
願
に
関
す
る
裁
決
庁
(
回
g
n
y
d司
常
貯

Z
Z丘
め
)
の

(
却
)

鼎
立
状
態
を
は
じ
め
と
し
て
、
主
に
、
行
政
庁
な
ど
の
相
互
の
権
限
関
係
が
複
雑
す
ぎ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
自
己
の
観

北法41(1・15)15



説

念
に
し
た
が
っ
た
、
広
汎
な
行
政
裁
判
統
制
を
実
現
し
う
る
ほ
ど
に
は
強
力
で
な
か
っ
た
自
由
主
義
者
(
円
F
q包

g)
と
、
行
政
裁
判
制
度

の
導
入
を
阻
止
す
る
だ
け
の
勢
力
を
も
は
や
持
ち
得
な
か
っ
た
保
守
主
義
者
(
問
。
ロ
印

q〈
巳
7
1
2
)

と
の
、
行
政
裁
判
制
度
を
め
ぐ
る
妥
協
、

と
い
っ
た
事
情
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

北法41(1・16)16

三A
日間

他
方
、
郡
警
察
官
庁
な
ど
の
警
察
処
分
に
対
す
る
権
利
救
済
が
、
い
わ
ゆ
る
概
括
主
義
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
、
次
の
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
警
察
の
責
務
を
消
極
的
な
危
険
排
除
に
制
限
し
た
と
い
わ
れ
る
、
一
八
八
二
年
六
月
一
四
日
の
有
名
な
ク

ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
判
決
以
前
に
お
い
て
は
、
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
二
篇
一
七
章
一

O
条
の
包
括
的
な
授
権
規
定
に
も
と

づ
き
、
国
民
生
活
の
全
分
野
に
及
ぶ
と
理
解
さ
れ
た
警
察
権
に
対
応
し
た
、
包
括
的
な
権
利
救
済
の
必
要
が
グ
ナ
イ
ス
ト

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

(HN・〈
-
Cロぬ目的同)

(
1
)
関門
a
m
c
Eロロロ
m
E「門同日巾回以
54-ロ
N
S
F
-
mロロ
2
・
∞
『
出
口
己
巾
ロ
σ己吋
m--M。
5
5
2ロゆ

HVO∞
g
-
ω
n
y
]巾由一巾ロロロ己

ω同
門
町
田
巾
ロ
〈
・
ロ
-HN・
5
吋
N

(の
g
H巾同巾ロ門円由。巾凹巾門
N
E
S
S
-己ロ
m
-
H
g∞
aH∞叶印・回門日・

ω・
ω
-
E
N
R・)・

(
2
)
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
行
政
裁
判
法
制
の
成
立
に
つ
き
、
一
般
的
に
、
南
博
方
可
行
政
裁
判
制
度
』
(
一
九
六

O
年
)
二
八
頁
以
下
参
照
。
最
近

の
詳
細
な
研
究
と
し
て
、

C
-
ω
E
B円
VWHJ・2
E
R町内〈刊「毛色苫口内的問。『~門川町門的ぴ白吋}内巾
F

E
∞
。
が
あ
る
。
以
下
の
記
述
は
主
と
し
て
こ
れ
を
参

考
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
宮
崎
良
夫
「
行
政
訴
訟
と
裁
判
官
」
『
公
法
の
課
題
』
(
一
九
八
五
年
)
五
五
七
頁
以
下
、
五
七
八
頁
以
下
も
参
照
の
こ

レ
し
。

(
3
)
南
・
前
掲
書
注

(
2
)
二
八
頁
。

(
4
)
〈関戸

ω
z
g℃
・
白
血
(
)
(
司
ロ
日
)
w
∞・

5
∞
一
回
目
〈
。
ロ
の
ロ
2
2・
ロ
巾
円
河
巾
n
y
g
m
g白
門
ロ
ロ
己
島
町
〈
巾
司
君
白
-
Eロぬ印
m
q
H
n
y
g
E
ロ巾
E
m
n
E白ロ門戸

N-
〉己
2
・・

H∞叶喧
w
ω
-
N由
吋
・
こ
の
結
果
、
郡
(
郡
参
事
会
(
穴
吋
巴
S
E
R
Yロ
ロ
)
)
の
権
限
と
な
っ
た
も
の
は
、
郡
条
令
一
三
五
条
に
列
挙
さ
れ
て

い
る
。
救
貧
、
道
路
警
察
業
務
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
が
、
郡
条
令
一
三
五
条
の
条
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
郡
が
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
権
限

の
内
容
は
区
々
に
分
か
れ
複
雑
で
あ
っ
た

(
4
m
u
・
5
ロ
の
ロ
包
2
・
E
O
)。



公法上の建築隣人訴訟(1)

郡
条
令
の
第
一
次
政
府
草
案
(
一
八
六
九
年
)
を
検
討
の
中
心
に
し
つ
つ
、
郡
参
事
会
の
権
限
と
さ
れ
た
事
項
に
も
言
及
す
る
の
は
、
北
住
畑

一
「
ド
イ
ツ
第
二
帝
制
・
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
近
代
地
方
自
治
制
日
ク
ラ
イ
ス
制
の
歴
史
的
位
置
し
愛
知
学
院
大
学
論
叢
法
学
研
究
二
四
巻
一
日

二
号
ご
九
八

O
年
)
二
五
頁
以
下
、
七
一
頁
以
下
、
で
あ
る
。

(
5
)
北
住
・
前
掲
注

(
4
)
二
五
頁
以
下
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
近
代
地
方
自
治
制
度
に
お
い
て
、
郡
条
令
が
有
す
る
意
義
、
そ
の
歴
史
的
位
置
づ
け
、

グ
ナ
イ
ス
ト
理
論
と
の
関
係
な
ど
に
つ
き
、
多
面
的
検
討
を
加
え
て
い
る
。

(
6
)
郡
制
度
、
各
機
関
の
業
務
内
容
に
つ
き
、
分
か
り
ゃ
す
く
図
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
は
、
藤
本
建
夫
「
ヒ
ュ

l
ネ
法
と
地
祖
・
家
屋
税
委
譲
論

日
目
」
甲
南
経
済
学
論
集
一
九
巻
三
号
(
一
九
七
八
年
)
二
八
頁
以
下
、
四
一
頁
表
2
、
で
あ
る
。

(7)
郡
条
令
に
お
け
る
強
制
手
段
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
広
岡
隆
『
行
政
上
の
強
制
執
行
の
研
究
』
(
一
九
六
一
年
)
二
九
頁
以
下
参
照
。

(
8
)
警
察
処
分
一
般
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
法
律
上
の
強
制
手
段
の
利
用
を
認
め
ら
れ
た
命
令
に
対
し
て
だ
け
出
訴
が
許
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て

は
、
本
稿
第
一
章
第
二
節
二
の

2
の

ω参
照
。

(
9
)
本
文
の
分
類
(
①
②
③
)
は
、
郡
条
令
を
参
照
し
つ
つ
、

2
5
6噂

E
C
(司
ロ
-
N
)

・∞
-
E品
を
も
参
考
に
し
て
筆
者
自
身
が
行
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。

(叩

)
ω
E
g
u・
2
0
(司
コ
-
N
)

・
ω
H
E
も
本
文
の
分
類
③
を
列
記
主
義
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

(
日
)
し
た
が
っ
て
、
郡
条
令
の
文
言
上
は
、
建
築
警
察
事
項
に
関
す
る
ア
ム
ツ
長
の
処
分
、
命
令
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
、
郡
参
事
会
へ
の
訴
願
、

出
訴
を
経
て
、
行
政
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
上
級
行
政
裁
判
所
は
訴
権
(
呂
田
m
q
R
Z
)
の
な
い
こ
と

を
理
由
に
隣
人
か
ら
の
訴
え
を
却
下
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
一
章
第
二
節
一
の
1
参
照
。

(
ロ
)
の
巾
凹
巾
門

Nwσ
巾
可
巾
民
自
己
佳
巾
〈

q
p
gロ
ロ
肉
色
白
ぐ
貨
当
由
一
吉
ロ

m
m
m
q
k
z
z
zロ
己

a
g
〈
巾
吋
者
同
]
門
ロ
ロ
m
四
回
目
円
円
。
一

2
2
p
y円
巾
ロ
〈
・

ω

吋
-

H

∞
叶
印

(
の
円
。
同
巾
同
巾
ロ
己
が
の

2
2
N
E
S
S
-
cロ
∞
唱
白
血
(
)
(
司
ロ
・
同
)
・

ω・
3
品
同
町
・
)
・

(
日
)
〈

m
F
g
z
B℃
w

出
国
(
)
(
司
ロ
-
M
)

・
ω・
出
一
南
・
前
掲
室
閏
注

(
2
)
二
八
頁
以
下
な
ど
。

(
H
)
郡
行
政
裁
判
所
と
郡
参
事
会
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
参
照
、
行
政
裁
判
所
構
成
法
九
条
。

(
日
)
ぐ
関
戸

ω
E
B℃
ゆ
白
血
(
)
(
間
口
・

N
)

唱
∞
-

N
由・

(
日
)
の

2
2
N
W
σ
由
同
門
丘
町
内
ロ
己
庄
町

N
Z一
位
以
ロ
門
出

m
w色
丹
巳
巾
叶
〈
巾
「
者
同

-
Z
D
m印
ぴ
巾

UO円
己
巾
コ
ロ
ロ
己
岳
山
『
〈
巾
門
名
山
口
己
口
問
印
刷
町
内
山
ユ
門
『
呂
田

σ巾
『

α丘
町
コ

-
H
H
M

。
町
一
昨

EDmmU叩円
mLny
仏
巾
『
司
円
。

i
D
N一
回
一
。
円
円
吉
ロ
ロ
肉
〈
・

N
A
山
・
品
-

H

∞
吋
品
(
の

ωω
・
N
g
w
)
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説

(
口
)
〈
ぬ
]
ω
E
B℃
w白血(〉(司ロ

N)
・
ω
N由同・

(
日
)
参
照
、
権
限
法
四

O
条
以
下
。

(
日
)
〈
m
-
ω
E
B℃
w白血()(明，
P
N
)
"
∞ロ
ι・

(
却
)
さ
ら
に
、
強
制
手
段
の
戒
告
(
〉
口
。
丘
ロ
ロ
ロ
肉
)
な
ど
に
対
す
る
訴
願
、
出
訴
も
認
め
ら
れ
た
(
権
限
法
三
四
条
)
。
ま
た
、
訴
願
の
提
起
に
は
、

処
分
庁
に
よ
る
即
時
執
行
宣
言
を
留
保
し
つ
つ
、
停
止
効
(
白
口
町
田
与
一
号
g
母
宅
一
円
w
g
m
)
が
与
え
ら
れ
て
い
た
(
権
限
法
二
七
条
)
。
そ
し
て
、

警
察
処
分
は
、
特
に
、
訴
願
、
訴
訟
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
て
い
て
も
、
処
分
庁
の
裁
量
に
よ
り
、
公
益
へ
の
損
失
を
理
由
と
し
て
実
施
(
〉

5
B
F・

2
口
問
)
さ
れ
う
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
(
権
限
法
三
六
条
)
。

(
幻
)
こ
こ
で
い
う
列
記
主
義
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
一
方
、
非
警
察
事
項
に
関
す
る
ア
ム
ツ
庁
の
処
分
に
対
す
る
訴
願
に
つ
き
、
郡
参
事
会
が
裁
決

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
(
権
限
法
五
九
条
)
が
、
み
ぎ
裁
決
に
対
す
る
権
利
救
済
の
定
め
は
な
い
。
他
方
、
郡
会
選
挙
の
選
挙
人
名
簿
作
成
、

議
員
定
数
配
分
表
広
三
凹
E
-
g
m
r吋
〈
巾
『
N2ny三
回
出
巾
骨
司
君
5
5
R
R
Z
-
m
Zロ
ロ
ロ
己
〈
常
任
巾
ニ
ロ
括
的
立
回
口
町
印
『
ロ
吋
門
同
庁
間
5
2白
唱
者
同
ゲ
l

g
ロ
)
を
め
ぐ
る
紛
争
に
関
す
る
県
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
は
、
当
事
者
も
し
く
は
知
事
(
同
州
諸
ぽ

E
ロ
官
官
管
区

g円
)
は
、
上
級
行
政
裁
判

所
へ
上
告
(
刃

2
2芯
ロ
)
す
る
こ
と
が
で
き
た
(
権
限
法
六
三
条
、
郡
条
令
一
一

O
条
以
下
、
行
政
裁
判
所
構
成
法
六
三
条
以
下
参
照
)
。

(
勾
)
の
市
川
百
円
N
ロ
σ
2・
門
出
命
。
叶
内
山
口
目
的
向
丘

OD
仏角川「同一

-mmusaD2H
円、白ロ仏
2
4
2
4白
-Eロ
ぬ
〈

NE・品・】∞∞
C

(

の
∞
∞

-NUH)
・

(
お
)
〈
m戸
ω
E
B℃
w出国
O
(
司ロ・

ω)v
∞
-
E日・呂叶・

(M)
組
織
法
に
至
っ
て
行
政
訴
訟
に
権
利
侵
害
の
要
件
が
初
め
て
付
加
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
す
る
の
は
、
原
田
尚
彦
『
訴
え
の
利
益
』
(
一
九
七
三
年
)

二
六
五
頁
注
(
3
)
、
で
あ
る
。
な
お
、
本
章
第
二
節
一
の
注

(
8
)
参
照
。

(
お
)
の
巾
認
定
ロ
σ巾
吋
門
出
巾
包
釘
巾
B
巴ロ巾

F
田口【凶巾印〈巾コ
E
-
Eロ
m
〈・

ω0・
叶
同
∞
∞
ω
(の
ωω
・
呂
町
)

(
却
)
の
mm巾門
N
g
u
q
門出巾

N
Z
丸
山
口
門
出
向
付
包
門
号
吋
〈
句
者
同
}
E口問団
l

己
コ
己
〈
巾
コ
司
白
-
Eロ
m印
mmユ円
ygσ
巾『
α丘
町
ロ
〈
・
同
・
∞
・

5
∞
ω
(の
ωω
・
Nω
吋)・

(
幻
)
南
・
前
掲
書
注

(
2
)
三
二
頁
、
お
よ
び
、
一
九
二
九
年
六
月
二

O
日
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
第
四
部
判
決
(
早
〈
切
戸

gcsswω
・

呂
町
)
は
、
一
般
ラ
ン
ト
行
政
法
七
条
(
二
項
)
を
も
っ
て
、
権
利
救
済
に
関
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
法
制
の
列
記
主
義
の
根
拠
と
み
て
い
る
。

(
犯
)
句

R
C田
町
内
町
内
司
opwa〈
2145-EDm∞m
g巾門
N
〈・

-
m・
5
包
(
の
ωω
・一可吋)・

(
却
)
〈
包
∞

-
U
B岩
田
¥
。
・
当
R
Z
w
〉
--m巾
ヨ
巾
一
口
巾
印
同
vo--Nm-5門
戸
町
・
〉
ロ
戸
呂
印
少
〈
一
一

20203)・

(
初
)
ぐ

m
-
-
ω
E
Bヲ
白
血
O
(
出回目

N)wω
目
色
町
内
・
唱
広
②
民
・

論
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(
出
)
〈
民
一

ω
E
E同
)
噂
白
血
(
)
(
司
ロ

N)vω
・

5ω
・

(
幻
)
句
吋
(
)
〈
の
開
少

ω
日
・
本
判
決
の
内
容
、
問
題
点
に
つ
い
て
、
本
節
第
一
款
注
(
叩
)
引
用
文
献
参
照
。

(
お
)
条
文
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
0

1

公
共
の
静
穏
、
安
全
及
び
秩
序
の
維
持
及
び
公
衆
も
し
く
は
そ
の
個
々
の
構
成
員
を
脅
か
す
危
険
の
防
除

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
警
察
の
責
務
で
あ
る
。
」
(
芝
池
義
一
「
ド
イ
ツ
警
察
法
理
論
を
め
ぐ
る
若
干
の
理
論
的
諸
問
題
(
二
L

法

学
論
叢
九
六
巻
二
号
(
一
九
七
四
年
)
一
頁
以
下
、
六
頁
注

(
4
)
の
訳
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
。
な
お
、
図
上
穣
治
『
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
』

(
一
九
四
二
年
)
一
二
八
頁
の
訳
も
参
照
の
こ
と
)

(
担
)
〈

m一・

ω
E
B円
)
温
同
国
(
)
(
明
ロ

N)wω
広
印
同
・
・
〈
。
ロ
の
ロ
巾

-
2・
白
血
(
〕
(
司
戸
品
)
唱
∞

-N由申・

第
二
節

プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
判
例
概
観

一
貫
し
て
、
建
築
許
可
(
∞

2
2
5
c
σ
包
印
)
を
隣
人
が
争
う
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
却
下
し

一
八
七
七
年
四
月
三

O
日
判
決
と
、

公法上の建築隣人訴訟(1)

プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
は
、

て
い
た
。
隣
人
訴
訟
が
却
下
さ
れ
て
い
た
具
体
的
理
由
を
探
る
た
め
、
以
下
で
は
、

一
一
日
第
二
部
判
決
と
を
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
も
隣
人
訴
訟
が
否
定
さ
れ
た
理
由
は
両
判
決
に
尽
く
さ
れ
て
お
り
、

両
判
決
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
の
命
運
が
決
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
八
八
七
年
二
月

(
1
)
建
築
許
可
は
な
回
E
W
C
ロ印

g
印
コ
と
も
呼
ば
れ
た
。
最
近
は
」
凶

2mgmvB-m己
ロ
汽
と
呼
ぶ
の
が
通
例
で
あ
ろ
う
。
用
語
例
等
に
つ
き
、
〈

m-・
0
・

呂
田
百
円

w
U
E門凹門
y
g
〈

q
J
S
F
Z口
問
印
『
巾
円
F
F
切己・

Y
】
・
〉
口
町
}
・
・
】
∞
笥
・

ω-M∞
叶
同
町
・

S
X
司
ロ
-

H

U

語
、
・
』
巾
}
}
宮
内
}
内
唱
ぐ
貨
当
白

}E口
問
印
「
巾

nz-ω
・

〉
ロ

2
3
5
ω
H
Z
2己
E
n
r
E品
∞
噌
∞

-
N
S
同
・
一
同
国

-
m，H-
一
出
口
「
∞
白
ロ
J

∞
。
己
巾
ロ
目
ロ
ロ
門
田
何
回

z
g
c
E
E口
問
的
円

2
Z・
J
E
-
-
〈
。
コ
忌
ロ
ロ
門
町

(国

am・)
・
切
巾
印
C
ロ
門
]
巾
円
巾
印
〈
巾
円
当
国

-Eロ
宮
司
巾
円

Z
・
日
・
〉
Z
2・
w
E司
・

ω・
怠
叶
内
向
・
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説

(
2
)
〈
肉
「
ロ
・

Z
巾ロ
5
3片山
同

J

口一巾阿内]血肉巾})巾
p
m
E
m
-
B
〈
句
者
同
ロ
ロ
ロ
m印同)吋
ON巾
h
y
E呂
wω
・
2
5
X
司
ロ
・
同
一
回
・

ω巾コ門出巾吋
3

0
ぬ
『

Z
同門町
σ白吋凹
nycHN-gω
片
山
内
凶
号
山
口
吋
巾
円
宮
、
『
巾
己
「

Z
白
nFσ
白吋印円
F
E
N
-
5
2田口
σ21巾一円
F
J
∞
出
己
目
山
邑
吋
0

・
ω・
品
開
問
(
h
F
)

・

(
3
)
回
以
司

C
〈
の
肘

N
-
u
臼

(
4
)
句
門
(
)
〈
の
何
回
h
F
ω

叶∞-

(
5
)
プ
ロ
イ
セ
ン
の
み
な
ら
ず
、
ザ
ク
セ
ン
な
ど
、
多
く
の
上
級
行
政
裁
判
所
の
判
例
を
ひ
き
つ
つ
検
討
を
加
え
る
も
の
に
次
の
文
献
が
あ
る
。

Z-

ω巾}戸ヨ出口口
z
hロ件当
-nECロ
関
口
ロ
ハ
日
空

c
Z巾
自
由
片
山
付
会
w

吋
α同時巾ロ昨日円
nyl吋
m
n
z
-
w
Zロ
ZmHnFσ
同司

w-担
問

σ
-
B
∞
山
口
司
巾
円
芹

J
ロ
〈
∞
戸

5
8咽∞
-

N
吋
ω

町
内
温
出
・
4
ぐ

-
E
5
z
m巾
円
、
巴
巾
吋
ぐ
句
者
三
宮
口
m
B
E
g
-件
。
。
℃
℃
巾

Z
E
E
D
m
w
昌
男

ω

2

R
参
照
、
原
因
尚
彦
可
訴
え
の
利
益
』
(
一
九
七

三
年
)
二
六
九
頁
以
下
、
二
七
九
頁
以
下
、
三
士
口
修
「
西
ド
イ
ツ
建
築
法
に
お
け
る
公
法
上
の
隣
人
訴
訟
の
歴
史
的
展
開
」
和
歌
山
大
学
経
済
理

論
一
八
一
号
ご
九
八
一
年
)
四
六
頁
以
下
、
安
念
潤
司
「
取
消
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
構
造
(
三
)
」
国
家
学
会
雑
誌
九
八
巻
一
一

H
一一一

号
(
一
九
八
五
年
)
八
四
頁
以
下
、
九
七
頁
以
下
(
広
く
第
三
者
訴
訟
一
般
に
も
言
及
す
る
)
。

三A、
再開

判
決
の
概
要

一
八
七
七
年
判
決
は
、
先
に
許
可
を
得
て
増
築
し
て
い
た

Z
の
当
該
増
築
部
分
に
設
け
ら
れ
た
窓
に
よ
っ
て
、
将
来
、
自
分
の
増
築
が

阻
止
さ
れ
る
と
考
え
た
隣
人
原
告
が
、
み
ぎ
窓
の
閉
鎖
命
令
な
ど
を
求
め
て
争
っ
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
ま
ず
、
郡
長
・
ア
ム
ツ
長
ら
の
警
察
権
の
行
使
た
る
命
令
に
対
す
る
出
訴
を
認
め
る
郡
条
令
七
九
条
以
下
の
適
用
を
否
定
し

た
。
そ
の
理
由
は
、
建
築
許
可
が
強
制
手
続

(
N
司
自
問

2
q
E
F
5ロ
)
の
直
ち
に
結
合
す
る
命
令
(
〉
ロ
。
丘
ロ

gm)
で
は
な
い
こ
と
、
許
可

は
建
築
主
の
任
意
の
利
用
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
義
務
を
課
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
許
可
は
全
く
の
第
三
者
に
対
し
い
か
な
る
関
係
で
も

命
令
で
は
な
い
こ
と
、

で
あ
る
。
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次
に
、
建
築
警
察
に
関
す
る
処
分
に
対
し
、
広
く
行
政
訴
訟
の
提
起
を
許
す
郡
条
令
一
三
五
条
六
項
な
ど
も
原
告
に
訴
権
(
百
認
め

z
n
Z
)

と
し
た
。
そ
の
理
由
を
判
決
は
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

を
与
え
な
い
、

「
行
政
訴
訟
手
続
は
、
そ
の
構
造
と
責
務
に
照
ら
し
、
他
の
す
べ
て
の
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
と
同
じ
く
、
そ
の
侵
害
が
同
時
に
権
利
侵
害
(
〈
巾
ユ
2
・

N
E
m
E
Z
o
r
n円Z
R
H
N
R宮
町
)
を
も
含
む
よ
う
な
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
制
約
は
一
八
七
五
年
の
行
政
裁
判
所
構

成
法
一
条
に
い
う
、
。
争
い
あ
る
行
政
事
項
に
関
す
る
裁
判
権
(
の

R-n宮
岳
民
宮
町
吉
田
仲
お
一
円
一

m
g
〈
q者
同

X
E
m
g
R
E
E
O
と
い
う
概
念
か

ら
生
ず
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
告
に
み
ぎ
権
利
が
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
が
こ
れ
は
否
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
警
察
規
定
と
同
じ
く
建
築

警
察
規
定
も
ま
ず
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
土
地
所
有
権
者
が
そ
の
建
築
を
警
察
規
定
に
よ
り
阻
止
さ
れ
る
と
き
、
彼
が
そ

の
権
利
に
も
と
づ
い
て
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
の
を
排
除
し
な
い
け
れ
ど
も
、
第
三
者
は
建
築
許
可
が
二
疋
の
基
準
に
則
つ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を

求
め
る
権
利
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
第
三
者
が
適
用
を
希
望
す
る
建
築
警
察
規
定
が
公
益
の
ほ
か
、
あ
る
程

度
ま
で
、
隣
人
固
有
の
利
益
を
も
保
護
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
か
わ
り
が
な
山
。
L

(

引
用
符
原
文
)

本
判
決
に
関
し
、

公法上の建築隣人訴訟(1)

さ
し
あ
た
り
、
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
行
政

訴
訟
に
「
権
利
」
・
寸
権
利
侵
害
L

の
存
在
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
、
と
い
え
よ
う
。
実
定
法
上
、
行
政
訴
訟
に
「
権
利
L

・
「
権
利

侵
害
L

の
存
在
が
要
求
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
一
八
八

O
年
の
組
織
法
に
お
い
て
で
あ
っ
た
か
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
は
、

行
政
訴
訟
の
目
的
、
し
た
が
っ
て
ま
た
自
己
の
責
務
を
、
当
初
か
ら
、
臣
民
(
国
民
)
の
権
利
保
護
に
見
い
出
し
て
い
た
、
と
い
え
る
よ
う

に
思
う
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
こ
う
し
た
自
己
理
解
の
根
拠
を
「
裁
判
権
L

概
念
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
本
判
決
は
、
寸
訴
権
」
の
前
提
に
「
権
利
」
を
要
求
す
る
が
、
こ
の
「
権
利
L

と
し
て
判
決
が
述
べ
る
も
の
は
、
「
建
築
許
可
が

一
定
の
基
準
に
則
つ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
」
で
あ
る
。
原
告
が
窓
の
閉
鎖
命
令
を
求
め
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
裁

判
所
は
み
ぎ
の
「
権
利
L

を
い
わ
ゆ
る
義
務
づ
け
(
警
察
介
入
)
請
求
権
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
恐
ら
く

は
土
地
所
有
者
で
あ
ろ
う
原
告
の
所
有
権
行
使
の
一
態
様
で
あ
る
増
築
が
、
窓
の
存
在
に
よ
っ
て
、
将
来
阻
止
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
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説

い
う
事
情
は
少
な
く
と
も
判
決
の
文
言
上
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

論

2 

一
八
八
七
年
判
決
は
、
隣
人
境
界
線
か
ら
の
間
隔
が
五
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
、
住
宅
は
開
口
部
の
な
い
防
火
壁
に
し
な
け
れ
ば

北法410・22)22

な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、

み
ぎ
間
隔
が
二
・
二
メ
ー
ト
ル
し
か
な
い

H
の
窓
っ
き
住
宅
に
与
え
ら
れ
た
建
築
許
可
を
隣
人
原
告
が
争
っ
た
、

い
う
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

と

自
己
の
所
有
す
る
住
宅
の
防
火
性
・
価
値
が
み
ぎ
許
可
に
よ
り
重
大
に
損
な
わ
れ
た
、

と
い
う
原
告
の
主
張
に
対
し
、
本
判
決
は
、
本
件

建
築
は
H
の
建
築
権
行
使
の
中
で
生
じ
、
原
告
が
損
害
を
破
る
と
し
て
も
そ
れ
は
所
有
権
利
用
に
お
け
る
こ
私
人
聞
の
紛
争
で
あ
り
、
そ
の

解
決
は
民
事
裁
判
所
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
を
、

H
の
行
為
は
被
告
警
察
官
庁
が
命
じ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、

原
告
の
権
利
領
域
へ
の
警
察
侵
害

(3ZNaロ
各
自
由
ロ
唱
足
。
古
島
巾
見
R
F
Z岳
町
以
河
内
庁
印

E
8
2印
)
の
な
い
点
に
求
め
て
い
る
。

次
に
、
被
告
は
原
告
を
保
護
す
る
た
め
、

H
に
窓
設
置
を
禁
じ
防
火
壁
と
す
る
よ
う
に
命
ず
る
義
務
を
負
う
、
と
い
う
原
告
の
主
張
に
対

し
、
本
判
決
は
、

一
般
ラ
ン
ト
行
政
法
二
一
七
条
以
下
の
救
済
手
段
は
そ
う
い
う
目
的
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
警
察

と
し
て
こ
れ
を
退
け
て
い
る
。

2
3
5
a
)
 

活
動
は
公
益
維
持
に
制
限
さ
れ
、
警
察
行
為
を
求
め
る
権
利
は
現
行
法
に
は
縁
が
な
い

本
判
決
の
意
義
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
建
築
隣
人
訴
訟
の
解
決
を
民
事
裁
判
所
に
委
ね
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
理
由
は
、
結
局
、

隣
人
に
損
害
が
生
じ
る
と
し
て
も
、

そ
の
原
因
は
建
築
主
の
建
築
行
為
で
あ
っ
て
、
警
察
官
庁
は
み
ぎ
行
為
を
命
じ
て
い
な
い
、

と
い
〉
フ
こ

と
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
本
判
決
は
、
警
察
行
為
を
求
め
る
権
利
が
臣
民
(
国
民
)

の
結
果
、

い
わ
ゆ
る
義
務
づ
け
訴
訟
の
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
確
定
し
た
、
に
は
な
い
旨
を
一
八
七
七
年
判
決
を
引
用
し
つ
つ
宣
言
し
て
お
り
、
こ

と
い
え
よ
う
。



公法上の建築隣人訴訟(1 ) 

(
1
)
司
門
(
)
〈
の
開
N
W
ω

印「

(
2
)
原
告
の
請
求
の
趣
旨
を
文
字
通
り
に
理
解
す
る
と
、
本
件
は
警
察
行
為
の
発
給
を
求
め
る
い
わ
ゆ
る
義
務
づ
け
訴
訟
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
次
に

み
る
一
八
八
七
年
判
決
は
、
本
判
決
を
義
務
づ
け
訴
訟
を
却
下
し
た
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る

(4m戸
3
0〈
の
開

zwω
詰

(ω
毘))。

(
3
)
回
以
司
O
〈
の
開
N
唱

ω日
ω

(4)HVHB()〈
の
HWNwω
町
一
円

(
5
)
p
oぐ
の
開
戸

ω日
ω
同
・
参
照
、
原
田
尚
彦
『
訴
え
の
利
益
』
(
一
九
七
三
年
)
二
六
九
頁
、
安
念
潤
司
「
取
消
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
構

造
(
二
一
)
」
国
家
学
会
雑
誌
九
八
巻
一
一

H
一
二
号
(
一
九
八
五
年
)
一

O
O頁。

(
6
)

「
権
利
」
・
「
権
利
侵
害
」
に
関
す
る
当
時
の
学
説
に
つ
き
、
参
照
、
原
田
・
前
掲
書
注

(
5
)
二
六

O
頁
以
下
。

(7)
参
照
、
本
稿
第
一
章
第
一
節
第
二
款
の

1
の

ω。

(
8
)
参
照
、
雄
川
一
郎

J
行
政
訴
訟
の
客
観
化
の
傾
向
と
原
告
適
格
法
」
『
法
学
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集
・
第
一
巻
』
(
一
九
八
三
年
)
六
三
三
頁

以
下
、
六
回
二
頁
(
守
行
政
争
訟
の
理
論
』
(
一
九
八
六
年
)
所
収
)
(
〈
ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
制
度
理
解
と
し
て
、
行
政
の
適
法
性
の
保
障
に
重
点

を
お
く
客
観
訴
訟
的
理
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
、
実
定
行
政
裁
判
制
度
と
し
て
も
プ
ロ
イ
セ
ン
の
行
政
裁
判
制
度
は
そ
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て

い
た
と
言
わ
れ
る
〉
)
。
少
な
く
と
も
、
制
度
運
用
者
た
る
裁
判
官
の
行
政
訴
訟
制
度
理
解
が
、
「
客
観
訴
訟
的
」
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

よ
う
に
思
う
。
な
お
、
組
織
法
制
定
の
た
め
の
審
議
資
料
が
手
元
に
な
い
た
め
、
ま
っ
た
く
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

か
ら
み
て
、
一
八
七
七
年
判
決
が
一
八
八

O
年
の
組
織
法
に
影
響
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
〈
包
・

0
・∞

D
E
R
-
-
M
m
E
Z巾
2
Z
8

0
民
自
己

-
n
z
g
m巾門}は
g
ロロ門ごげ吋

ω♀
ロ
ロ
宮
内
】
巾
円
号
ロ
門
印
門
町

g
〈
mコS
Fロ
ロ
官
円
叩
与

Z
U叶内
nyロロ
m
F
E
E
-
ω
-
S
ω
同
・
一
月

ω円
}
5
2
2
N
C
H

]
吋
吋
血
肉
巾
【
凶
巾
円
。
日
ロ
N

巾
ロ
己
q
d
σ
巾吋℃吋位向ロロ
m
匂。
Z
N
包
]
山
口
町
四
円
〈
q
z
m
cロ
m
g
-
B
〈
句
者
同

-Eロ
閥
的
印
可
巳
け
〈
q
S
F
E
R
-
-
〈
句
者
〉
R
Y
-
E
5・
ω・

5
一門戸(由。同・

5
R
司
ロ
・
エ
)
・

(
9
)
ぐ
包
・
当
・
国

E
5・ロ
g
m
z
Z巾
E
Z
R
P
E
r
Z
H
N
R
F
S
2・
ω・
2
一〈肉]・

2
各
国
・
国

-HNZ3・の
E
E『吋国
m
g
門凶
q
z
z
z
m
g

〈
2
4弓包
E
ロ肉印吋巾
n
y
g
Z
F
5・
E
2・
ω・
5
叶

B
X
司ロ・

H
3・

(
叩
)
回
以
叶
(
)
〈
の
開

E-ω
吋∞・

(H)HV円()〈の同
wzwω
呂
町
・

(
臼
)
司
吋
(
)
〈
の
何

HAFω
∞
H・
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説

(日
)
H
V
H
O
ぐ
の
何

H
A
ア

hw

∞H
同

(
H
)
本
判
決
は
、
い
わ
ゆ
る
便
宜
裁
量
に
も
言
及
し
て
い
る
屯
円
。
〈
の
切
に

ω
∞N
)

。

(
日
)
本
件
の
状
況
か
ら
し
て
、
警
察
行
為
を
求
め
る
権
利
と
は
い
わ
ゆ
る
警
察
介
入
請
求
権
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
義
務
づ
け
訴
訟
で
実
現
さ

れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
参
照
、
原
田
尚
彦
『
環
境
法
』
(
一
九
八
一
年
)
二
五
二
頁
以
下
。

'::A 
民間

ま
と
め
と
若
干
の
検
討

ま
と
め

一
で
紹
介
し
た
二
つ
の
判
決
の
理
由
か
ら
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
が
否
定
さ
れ
る
に
際
し
、
行
政
訴
訟
の
対
象
が
な
い
、
民
事
裁
判

所
で
解
決
で
き
る
、
「
訴
権
」
の
前
提
と
な
る
「
権
利
し
が
隣
人
に
は
な
い
、

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
い
っ
た
諸
事
情
が
判
例
上
考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

も
っ
と
も
、

み
ぎ
各
事
情
の
な
か
に
は
同
一
事
情
に
対
す
る
観
点
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
、

と
い
え
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
臣
民

の
「
権
利
L

と
の
関
係
で
行
政
訴
訟
の
対
象
知
何
を
規
定
す
る
と
す
る
と
、
建
築
隣
人
訴
訟
の
解
決
は
民
事
裁
判
所
で
な
さ
れ
る

と
す
る
一
八
八
七
年
判
決
が
、
そ
の
根
拠
を
隣
人
へ
の
警
察
侵
害
の
な
い
点
に
求
め
た
の
は
、
見
方
を
変
え
る
と
、
行
政
訴
訟
の
対
象
が
な

(
国
民
)

た
と
え
ば
、
警
察
侵
害
の
な
い
こ
と

と
、
「
訴
権
」
の
前
提
と
考
え
ら
れ
た
寸
権
利
」
が
隣
人
に
は
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
、
別
個
の
判
断
に
服
す
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
隣
人
に
「
権
利
」
は
あ
る
が
警
察
侵
害
は
な
い
、
と
い
う
場
合
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

い
と
い
う
の
と
同
じ
だ
、

し
か
し
、
観
点
の
違
い
と
は
い
え
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。

と
も
い
え
よ
う
。

北法41(1・24)24



以
下
で
は
、
先
の
諸
事
情
を
一
応
分
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
若
干
の
検
討
を
加
え
よ
う
と
思
う
。

2 

若
干
の
検
討

川
ま
ず
、
行
政
訴
訟
の
対
象
知
何
の
問
題
に
つ
き
、
郡
条
令
と
そ
の
後
の
展
開
と
を
ま
と
め
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

一
八
七
二
年
の
郡
条
令
制
定
当
時
、
警
察
処
分

fo--NO--{nE巾
〈

qEmZDm)
が
そ
の
力
(
り
さ
わ
片
)
を
発
揮
し
始
め
る
の
は
、
行
政
庁

が
当
該
処
分
内
容
の
実
現
を
強
制
す
る
と
き
だ
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、

一
八
七
七
年
判
決
が
述
べ
る
よ
う
に
、
権
利
救
済
手
段
が
与
え
ら
れ

る
の
は
、
警
察
処
分
一
般
で
は
な
く
、
強
制
手
段
の
戒
告
(
〉

E
S
F己ロ
m
gロ
N
岩山口問印

5
5色
ロ
)
が
結
合
し
た
処
分
だ
け
だ
、

解
釈
が
実
務
上
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
だ
一
。

と
い
〉
フ

け
れ
ど
も
、

一
八
七
六
年
の
権
限
法
に
関
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
下
院
委
員
会
に
お
い
て
、
強
制
手
段
の
戒
告
が
な
く
と
も
関
係
者
に
重
大
な

公法上の建築隣人訴訟(1)

影
響
を
与
え
る
処
分
の
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
警
察
処
分
に
対
し
て
抗
告
(
〉
え
R
Z
Z
D
m
)
で
き
る
必
要
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
た
。
こ
う
し
て
、
郡
条
令
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
た
特
殊
制
限
的
な
処
分
概
念
は
、
警
察
処
分
一
般
に
対
す
る
抗
告
可
能
性
を
承
認
す
る

に
至
っ
た
み
ぎ
権
限
法
の
成
立
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
、
こ
こ
に
、
警
察
処
分
に
対
す
る
権
利
救
済
の
概
括
主
義
と
、
そ
の
他
の
行
政
事
項
に

お
け
る
列
記
主
義
と
の
並
存
と
い
う
、
プ
ロ
イ
セ
ン
行
政
争
訟
制
度
の
基
本
構
造
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
警
察
処
分
に
関
す
る

一
八
八
三
年
の
一
般
ラ
ン
ト
行
政
法
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

権
利
救
済
の
概
括
主
義
は
、

し
か
し
、

一
八
八

O
年
組
織
法
、

み
ぎ
に
み
た
一
連
の
制
度
改
革
に
よ
っ
て
も
、
何
が
行
政
訴
訟
の
対
象
た
る
警
察
処
分
か
、
と
い
う
問
題
は
解
消
さ
れ
て
お
ら

ず
、
法
律
上
の
定
義
、
手
が
か
り
を
欠
い
た
ま
ま
、
そ
の
解
明
の
す
べ
て
が
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
託
さ
れ
た
の
で
が
(
引
。

そ
し
て
、
判
例
が
警
察
処
分
概
念
に
与
え
た
定
義
は
、
「
私
人
の
権
利
へ
の
警
察
侵
害
(
宮
]
即

Na--sg
目
指
丘
町
宮
島
巾
河

R
Z
o
巴ロ

q

p
z巳
宮
門
印
。
ロ
)
、
つ
ま
り
、
命
令
信
号
♀
)
(
給
付
あ
る
い
は
行
為
の
要
求
)
、
禁
止
(
不
作
為
命
令
)
、
も
し
く
は
、
必
要
と
さ
れ
る
警
察

北法41(1・25)25



説

許
可
(
認
可
)

の
拒
否
、
を
含
む
L

命
令
(
〉
ロ
。
丘
ロ
ロ
ロ
閃
)
だ
け
が
警
察
処
分
で
あ
る
、

に
対
す
る
な
ん
ら
の
命
令
も
含
ま
な
い
建
築
許
可
な
ど
の
、

い
わ
ゆ
る
警
察
許
可
の
賦
与
は
警
察
処
分
で
は
な
い
、

と

つ
も
の
で
あ
っ
た2

と建
さ築
れ主
た
の第
で三
あ者
るE隣
。人

三辺、

昆聞

た
と
え
ば
、
通
常
の
建
築
規
定
か
ら
の
逸
脱
を
許
す
免
除
(
切
白

E-唱
gm)
を
隣
人
が
争
っ
た
事
案
に
つ
き
、

判
決
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
免
除
の
賦
与
に
、
免
除
に
則
っ
た
建
築
の
実
施
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
よ
う
な
、
第
三
者
に
対
す
る
警
察
処
分
は
存
在
す
る
か
、

と
い
う
問
い
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
警
察
官
庁
は
、
「
免
除
に
よ
り
第
三
者
に
直
接
命
令
し
た
り
、
禁
止
し
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

第
三
者
に
対
す
る
警
察
処
分
を
発
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
免
除
の
賦
与
は
、
お
よ
そ
、
何
ら
の
影
響
も
第
三
者
に
与
え
な
い
。
」

一
九
二
九
年
六
月
二

O
日
第
四
部

北法41(1・26)26

判
例
が
確
立
し
た
み
ぎ
の
警
察
処
分
概
念
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
、

項
に
、
以
下
の
よ
う
に
実
定
法
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

一
九
コ
二
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
四

O
条
一

「
警
察
処
分
は
、
特
定
の
人
々
も
し
く
は
特
定
範
囲
の
人
々
に
向
け
ら
れ
、
か
っ
、
命
令
信
号
♀
)
、
禁
止
、
も
し
く
は
法
定
の
警
察
許
可
、
証

明
日
g
n
y
m
E
m
g
m
)
の
拒
否
、
制
限
も
し
く
は
取
消
・
撤
同

(
N
異
口

n
w
E
E虫
色
を
含
む
、
警
察
官
庁
の
命
令
(
〉
ロ
。
丘
E
口
問
)
で
あ
る
。
」

許 (2
可

カt
d弘

じ
た
jコ
け
で
は
な
く

次
に
、
建
築
隣
人
紛
争
の
解
決
を
民
事
裁
判
所
に
委
ね
る
理
由
と
し
て
、

一
八
八
七
年
判
決
は
、
建
築
主
の
行
為
は
警
察
官
庁
(
建
築

し
た
が
っ
て
、
隣
人
へ
の
警
察
侵
害
の
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
別
言
す
る
と
、
建
築
許

可
は
一
般
ラ
ン
ト
行
政
法
一
二
七
条
以
下
の
権
利
救
済
手
段
が
適
用
さ
れ
る
警
察
処
分
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
隣
人
に
損

害
が
生
ず
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
建
築
主
の
行
為
に
起
因
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
建
築
紛
争
は
私
人
間
の
紛
争
と
し
て
、

そ
の
解
決
は
民
事
裁
判
所
で
な
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
理
由
づ
け
は
、
団
で
み
る
「
訴
権
」
を
基
礎
づ
付
る
「
権
利
」
が
原
告
隣
人
に
あ
る
か
、

と
い
う
問
題
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な

く
訴
え
を
却
下
す
る
理
由
と
し
て
、
第
三
者
訴
訟
全
般
に
登
場
し
う
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
名
宛
人
・
第
三
者
に
対
し
、

直
接
に
は
、
何
も
命
じ
な
い
と
理
解
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
警
察
許
可
が
争
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。



た
と
え
ば
、
あ
る
建
設
会
社
に
与
え
ら
れ
た
水
面
埋
め
立
て
許
可

5
2岳
B
-
m
E
m
N
R
〉
三
宮
口

g問
。

g
ω
2
m
)
を
、
湖
岸
に
存
す
る
あ

る
株
式
会
社
(
〉
}
丘
町
ロ
官

g
F
n
y阻
止
)
が
、
当
該
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
堤
防
用
地
が
な
く
な
る
こ
と
を
理
由
に
争
っ
た
事
案
で
、
一
九
一
六
年
二

月
一
五
日
第
四
部
判
決
は
、
ま
ず
、
判
例
上
、
名
宛
人
以
外
の
者
で
あ
っ
て
も
警
察
処
分
に
よ
り
そ
の
権
利
を
直
接
侵
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ

の
者
に
訴
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
つ
つ
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
し
か
し
、
警
察
官
庁
に
よ
っ
て
事
業
者
に
与
え
ら
れ
た
許
可
に
は
、
通
例
、
第
三
者
の
権
利
侵
害
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
警
察
は
事

業
者
の
行
為
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
み
ず
か
ら
第
三
者
の
権
利
領
域
を
侵
害
す
る
の
で
は
な
く
、
第
三
者
に
は
事
業
者
の
行
為
が
向
け
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
事
業
者
が
第
三
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
り
、
第
三
者
は
法
律
上
与
え
ら
れ
た
手
段
を
用

い
て
事
業
者
に
対
抗
で
き
よ
う
。
」

ま
た
、
建
築
警
察
命
令
か
ら
の
免
除
(
∞
自
色
告

gm)
が
争
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
も
、

き
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
第
三
者
た
る
隣
人
に
対
し
、
警
察
官
庁
は
免
除
に
よ
っ
て
何
も
命
じ
た
り
禁
じ
た
り
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

一
九
二
九
年
六
月
二

O
日
第
四
部
判
決
は
、

さ

免
除
は
警
察
処
分
で
は
な
い
こ
と
等
を
述
べ
て
か
ら
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

寸
名
宛
人
が
免
除
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
三
者
に
影
響
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
名
宛
人
の
措
置
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
讐
察
の
そ
れ

で
は
な
い
。
し

公法上の建築隣人訴訟(1)

叩
一
八
七
七
年
判
決
は
、
「
権
利
L

二
権
利
侵
害
」
を
寸
訴
権
L

の
前
提
と
し
つ
つ
、
当
該
事
件
の
原
告
隣
人
に
は
「
権
利
L

が
な
い
と
し

て
い
る
。
最
後
に
、
こ
の
説
示
を
問
題
に
し
よ
う
。

①
ま
ず
、

い
う
と
こ
ろ
の
寸
権
利
L

の
具
体
的
内
容
が
問
わ
れ
る
。

一
八
七
七
年
判
決
は
隣
人
に
寸
権
利
」
が
な
い
と
す
る
際
、
建
築
警
察
規
定
が
ま
ず
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
ほ

か
、
規
定
の
目
的
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
判
決
は
「
権
利
L

と
実
定
法
規
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
前

と
推
定
で
き
よ
う
。
ま
た
、
土
地
所
有
権
に
も
と
づ
く
建
築
主
の
訴
訟
は
許
さ
れ
る
と
す
る
反
面
、
隣
人
の
土
地
所
有
権

北法41(1・27)27

提
に
し
て
い
る
、



説

に
及
ぶ
か
も
し
れ
な
い
制
約
に
つ
い
て
は
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
本
判
決
が
検
討
す
る
隣
人
の
寸
権
利
」
は
、
「
建
築
許
可
が
二
疋
の
基
準

に
則
つ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
一
八
八
七
年
判
決
が
本
判
決
を
引
き
つ
つ
言
う
よ
う
に
、
「
警
察
行

為
を
求
め
る
権
利
」
と
理
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
権
利
」
に
つ
い
て
本
判
決
か
ら
推
測
で
き
る
の
は
以
上
で
尽
き
よ
う
。

結
局
、
設
立
後
間
も
な
い
行
政
裁
判
所
の
、
し
か
も
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
判
決
か
ら
多
く
を
期
待
す
る
の
は
無
理
で
あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン

上
級
行
政
裁
判
所
が
寸
訴
権
L

の
前
提
と
し
た
「
権
利
L

・
寸
権
利
侵
害
」
の
具
体
的
内
容
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
の
判
例
を
分
析
・
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
Q

;;A 
民間

一
八
七
七
年
と
一
八
八
七
年
の
ふ
た
つ
の
判
決
の
後
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
が
却
下
さ
れ

た
の
は
、
原
告
隣
人
の
主
張
を
警
察
行
為
を
求
め
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
警
察
介
入
請
求
と
理
解
し
、
こ
れ
を
実
現
す
る
義
務
づ
け
訴
訟
は

現
行
法
上
許
さ
れ
な
い
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
警
察
侵
害
の
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
行
政
訴
訟
の
対
象
た
る
警
察
処
分
の
な
い
こ
と
を

理
由
と
し
て
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
隣
人
の
警
察
介
入
請
求
権
以
外
の
「
権
利
」
の
存
否
自
体
が
正
面
か
ら
問
わ
れ
る
可
能
性
の
あ
っ
た
の
は
、

こ
の
種
の
紛
争
に
関
す
る
初
め
て
の
一
八
七
七
年
判
決
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
本
判
決
が
隣
人
の
請
求
を
も
っ
て
警
察
介
入
請
求
と
理
解

し
、
こ
れ
を
否
定
し
て
以
後
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
め
ぐ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
判
例
に
お
い
て
は
、
原
告
隣
人
の
「
権
利
」
の
存
否
判

断
基
準
が
問
題
と
な
る
余
地
は
な
く
、
こ
の
状
態
の
ま
ま
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政

裁
判
所
が
警
察
介
入
請
求
権
以
外
の
「
権
利
」
ま
で
含
め
て
隣
人
公
権
を
否
定
し
て
い
た
、
と
断
言
す
る
に
は
な
お
慎
重
さ
が
必
要
で
あ
る

し
か
し
な
が
ら
、

よ
う
に
思
う
。

②
つ
ぎ
に
、
「
権
利
し
・
「
権
利
侵
害
」
の
現
実
の
存
在
が
、
行
政
訴
訟
の
提
起
・
訴
訟
要
件
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
か
、
が
問
題
に
な
る
。

八
八

O
年
組
織
法
六
三
条
三
項
(
六
四
条
二
項
)
以
後
、
明
文
で
要
求
さ
れ
た
「
権
利
侵
害
」
の
意
義
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
学
説
上
、
「
た
と
え
ば
、
返
還
訴
訟
に
つ
い
て
、
所
有
権
者
だ
げ
が
適
格
を
有
す
る
(
]
晶
E
Eぽ
え
)
。
原
告
が
所
有
権
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に
よ
っ
て
初
め
て
決
定
さ
れ
る
:
・
。
訴
え
提
起
に
つ
い
て
適
格
を
有
す
る

の
は
:
・
所
有
権
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
一
般
ラ
ン
ト
行
政
法
二
一
七
条
に
も
と
づ
い
て
、
訴
え
提
起
の
適
格
を

有
す
る
の
は
、
警
察
処
分
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
者
で
あ
る
。
」
と
す
る
者
が
あ
る
。
例
示
の
当
否
は
と
も
か
く
、

権
利
侵
害
の
主
張
で
足
り
る
、
と
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
郡
条
令
・
一
八
七
六
年
権
限
法
に
か
か
わ
る
事

案
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
原
告
が
名
宛
人
で
な
い
第
三
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
訴
え
を
不
許
容

(
E
n
Z
E円
B
E
g
-
m
)
と
し
た
原

審
を
批
判
し
つ
つ
、
「
権
利
侵
害
の
主
張
だ
け
が
、
訴
え
の
要
件
で
あ
る

(FE在
日
与
門
出
。
∞
岳
山
口
宮
E
m
己
2
M
N
2宮
2
2
F
R
E
m
-
2

一
八
七
八
年
二
月
九
日
判
決
が
あ
る
。

者
か
否
か
は
、

し
か
し
本
案
判
決
(
巴
丘
町
巴
ご
ロ
己

q
ω
R
Z
)

円
回
目
。
〈

03cmm巾
HNEm
仏

2
5
m
m巾
)

L

(

傍
点
引
用
者
)
と
し
た
、

い
ず
れ
も
寸
権
利
侵
害
」
の
現
実
の
存
在
を
訴
訟
要
件
と
し
て
は
要
求
し
て
い
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
他
方
、
訴

え
提
起
に
「
権
利
L

が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
正
面
か
ら
答
え
る
も
の
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、

訴
え
の
要
件
と
し
て
、
「
権
利
侵
害
」
の
主
張
で
足
り
る
、
と
し
て
い
る
(
と
理
解
で
き
る
)
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
明
ら
か
に
存
在
し
得
な

い
類
の
「
権
利
L

(

例
え
ば
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
警
察
介
入
請
求
権
)
を
主
張
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
「
権
利
」
の
現
実
の
存
在
を
要
求
す

の
現
実
の
存
在
は
本
案
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
権
利
L

・
「
権
利
侵
害
」

公法上の建築隣人訴訟(1)

(
1
)
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
が
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
却
下
し
て
い
た
理
由
と
し
て
、
権
利
救
済
手
段
に
お
け
る
列
記
主
義
だ
け
を
挙

げ
る
も
の
が
あ
る
(
月
切
釦
円
己
凹
℃
q
m
R
2
0出
回
虫
ぽ

5
5同
舟
山
田

σ同
三
一

n
y
mロ
Z
白

nyσ
白
叶
叶
巾

n
y
g
J
〈
句
者
〉

R
Y・
5s-ω
・
ω
日
門
戸
(
巴
)
)
が
疑

問
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
列
記
主
義
の
存
在
が
こ
こ
で
無
関
係
だ
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
警
察
処
分
で
は
な
い
、
と
さ
れ
た
建
築
許
可
は
、

ま
さ
し
く
当
時
の
列
記
主
義
の
下
で
は
行
政
訴
訟
に
乗
り
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
こ
八
七
六
年
権
限
法
以
降
の
行
政
争
訟
制
度
の
内
容
に
関

し
て
は
、
本
稿
一
章
一
節
二
款
参
照
)
。
し
か
し
、
な
ぜ
建
築
許
可
な
ど
の
警
察
許
可
が
警
察
処
分
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
の
検
討
が
必
要
な

は
ず
で
、
こ
れ
を
抜
き
に
列
記
主
義
だ
け
を
持
ち
出
す
の
は
当
時
の
判
例
・
制
度
状
況
の
説
明
と
し
て
不
十
分
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
。
正
し
く
、
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説

そ
の
他
諸
般
の
事
情
に
も
触
れ
つ
つ
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
判
例
を
紹
介
す
る
も
の
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
-
H
」
・
の
・
切
巾
門
mRW
。
E
ロ門同'

同E
m巾
ロ
ロ
ヨ
君
。
]
門
司
巾
円
}
丘
一
n
y
q
Z印
nyσ
白吋}内]血肉巾
P

E∞
Nwω-NU
同
・
一
の
穴
巾
ヨ
ロ
白
色
my

ロ巾吋閉山巾円
}MgmnyEN
己
B
Z白
nyσ
白『コ

-B
∞
m
W
C
『巾円

Z
・

5
2
w
ω
・
由
自
同
門
司
ロ
・

H
E仏
N・

(2)
〈
mH・
C
-
ω
E
B℃噌

H
J
2宮
沢
町
巾
〈
q
毛
色
吉
ロ
肉
印
肉
巾
ユ
ロ
宮
島
R
E
F
-坦∞
0

・
一
山
戸
田
本
文
で
述
べ
た
、
郡
条
令
に
お
り
る
処
分
観
を
示
す
判

例
と
し
て
筆
者
が
参
照
で
き
た
の
は
、
可
円
。
〈
戸
開
口
己
ロ
ユ
包
]
〈
己

-
H
r
E呂
喝
の
何
回
、
注
目
(
色
吋
同
)
で
あ
る
。

(
3
)
ぐ
m
-
g
z
g
H
Y
白血()(司ロ・

N)w
∞
-H缶
百
芹
司
ロ
・
ぉ
・

(
4
)
警
察
処
分
に
関
す
る
概
括
主
義
の
展
開
な
ど
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
〈
包
・

ω
z
g℃
w出国
O
(
句ロ
-M)wω
目同吋吋同町・

(
5
)
〈
包
'
窓
口
百
円

y
g
o
q
D・
S

・
ω・
白
山
内
・
一
回
上
穣
治
「
「
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ス
寸
警
察
行
政
法
』
(
紹
介
)
」
国
家
学
会
雑
誌
四
七
巻
二
号
(
一

九
三
三
年
)
一
五
一
一
貝
以
下
、
一
五
四
頁
、
同
『
法
律
に
よ
る
行
政
L

(

一
九
四
二
年
)
一
一
一
二
一
頁
。

(
6
)
た
だ
し
、
「
処
分
」
の
定
義
は
不
要
と
考
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
警
察
処
分
に
関
す
る
権
利
救
済
概
括
主
義
の
導
入
は
、
警

察
官
庁
が
警
察
概
括
条
項
に
よ
り
そ
の
活
動
権
限
を
当
然
の
も
の
と
し
て
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
も
ま
た
概
括
的
に
臣
民
(
国
民
)
に
法
的

保
護
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(
〈
也
・

ω
Z百円
y

白
由
。
(
匂
ロ
-
N
)

・
ω・
出
品
)
。

(
7
)
句司
O
〈
の
-
Cユ
-
〈
-NE-hF・
5Nω
喝
の
開
叶
∞
唱

N印、吋
(NA山
{
)
)
・
司
『
C
〈
の
w開口門】門巾ニ〈
-
h
H
H
H∞
∞
少
の
肘

ωhp
品一山由(色。同・)・

(
8
)
参
照
、
田
上
穣
治
『
警
察
法
(
新
版
)
』
(
一
九
八
三
年
)
一
一
頁
、
同
『
法
律
に
よ
る
行
政
』
(
一
九
四
二
年
)
一
三
二
頁
。

(9)HV『
〈
巴
印
。

(ENS-
∞・

3
∞
・
同
趣
旨
の
判
決
と
し
て
、
日
U同・0
〈
の
唱
開
・
〈
・

2
・
5
・
5
N由晴

}U門戸、∞戸印同
(HSO)wω
・
2
N
が
あ
る
。

(
叩
)
ぐ
関
戸
∞
・

0
5者
団
¥
の
・
当
国
n
z
-
E
-
m
m
g
aロ
g
H
V三
段
巾
-znpFa
〉口町一

-
w
E
E唱∞
-Eω
一
回
上
穣
治
『
警
察
法
(
新
版
)
』
(
一
九
八
三
年
)

一
一
頁
注
(
七
)
、
同
司
法
律
に
よ
る
行
政
』
(
一
九
四
二
年
)
一
三
二
頁
、
同
寸
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ス
『
警
察
行
政
法
』
(
紹
介
)
」
国
家
学
会
雑
誌

四
七
巻
二
号
(
一
九
三
三
年
)
一
五
四
頁
。

(
日
)
訳
語
の
問
題
で
あ
る
が
、
警
察
許
可
な
ど
の
と
N
号
骨
}
自
由
}MER-
が
許
さ
れ
る
要
件
を
定
め
る
警
察
行
政
法
四
二
条
一
項
各
号
の
中
で
、

a
-
b

号
は
、
原
初
的
違
法
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
職
権
取
消
を
意
味
し
、

C
-
d
号
は
、
事
後
的
な
事
情
の
変
化
を
理
由
と
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
撤
回
を
指
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

z
N
R
c
n
w
E
Yヨ
巾
コ
を
取
消
・
撤
回
と
訳
し
た
。

(
ロ
)
保
護
さ
れ
た
法
的
地
位
へ
の
侵
害
の
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
建
築
許
可
な
ど
を
争
う
隣
人
訴
訟
を
認
め
な
か
っ
た
の
が
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政

裁
判
所
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
に
、
初
切
。
S
F白
邑
汁

3
N
R
〉
ロ
貯
円
宮
5
m
gロ
〈
句
者
同

x
g
m
g
E
B
仏ロ「円
Y
Uコ
斥
巾
J
』

N
E
E
-
ω
・
ω足

呈ム

Q"" 
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見
合
同
・
同
)
写
岨
崎
将

ff. (303)為必の。

(口)V gl. PrOVG， Endurteil v. 30. 3. 1887， GE 15， 416 (423) ; PrOVG， Endurteil v. 17. 12. 1900， GE 38， 376 (379) 
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説

第
二
章

隣
人
訴
訟
の
承
認

論

本
章
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
西
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
所
が
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
承
認
す
る
に
至
っ
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
判
例
に
反
し
て
、
戦
後
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
が
認
め
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
に
、
問
題
が

集
約
さ
れ
て
登
場
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
一
節

戦
後
法
制
の
概
観

第
一
款

連
邦
建
設
法
の
誕
生

敗
北
に
終
わ
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
の
ち
、
荒
廃
し
た
都
市
と
農
村
の
復
興
、
と
り
わ
け
住
宅
の
建
設
が
戦
後
ド
イ
ツ
の
最
優
先
課
題
で
あ
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
住
宅
需
要
は
、
破
壊
さ
れ
た
も
の
、
流
入
し
て
き
た
引
き
揚
げ
者
の
た
め
の
も
の
等
、
合
計
約
五

O
O万
な
い
し
五
五

O
万

戸
と
い
う
膨
大
な
数
に
の
ぼ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
ラ
ン
ト
が
住
宅
建
設
と
い
う
困
難
な
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
終

戦
直
後
に
は
連
邦
機
関
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
七
年
に
、
ド
イ
ツ
・
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
復
興
に
関
す
る
法
律
(
復
興
建
設
法
)
草
案
が
、
各
ラ
ン
ト
の
立
法
指
針
と
な
る
よ
う
に
公
表
さ

ま
ず
、

れ
た
。
こ
の
復
興
建
設
法
は
都
市
建
設
に
お
け
る
土
地
利
用
を
包
括
的
で
拘
束
力
の
あ
る
計
画
に
よ
っ
て
規
律
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
計
画
策
定

を
自
治
事
務
と
し
て
各
ゲ
マ
イ
ン
デ
(
市
町
村
)
に
託
し
て
い
た
。
都
市
計
画
権
限
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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一
九
四
九
年
の
基
本
法
成
立
、
連
邦
議
会
選
挙
の
実
施
、
そ
し
て
、
連
邦
政
府
(
首
相
、
ア
デ
ナ
ウ
ア

l
)
の
誕
生
と
と
も
に
、
復
興
建
設

法
の
統
一
が
具
体
的
に
企
図
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
際
、
連
邦
と
ラ
ン
ト
と
の
立
法
管
轄
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
連
邦
と
ラ
ン
ト
は
一
致
し
て
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
法
九
七
条
に
も
と
づ
き
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
法
鑑
定
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
二
年
一

O
月
六
日
、
連
邦
政
府
が

2 

さ
て

一
九
五
四
年
六
月
一
六
日
に
、
建
設
法
を
交
付
す
る
連
邦
の
権
限
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
法
鑑
定
書
(
月

2
Z団関
E
R宮
g

ι
2
∞ロロ己
2
〈
R
P
Zロロ
mmm由江口『仲間

ι
σ
q
門出巾

NCm仲間ロ島
mw色
丹
合
的
∞
ロ
ロ
ハ
H
S
N己
目
肘
ユ
由
民
巳
ロ
2
∞
回
己
的
巾
凹
巳

N)
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

申
立
書
を
提
出
し
、

み
ぎ
鑑
定
書
に
よ
れ
ば
、
連
邦
に
は
、
都
市
建
設
計
画
(
∞
芯
芯
σ
2
-
R
Z
2
2
5
m
)
、
境
界
整
理
・
土
地
の
分
合
を
含
む
建
築
用
地
の
区
画
整
理

(
∞
同
三
回

E
C
B
Z
mロロ
m
m
E∞
ny--巾
E-ny
号
円
。
円
四
ロ

N円巾
m
m
-
5
m
z
E
号
「

N己印印
B
E
g
-巾関口口
m
gロ
の
呂
邑
∞

E
n
w巾
ロ
)
、
土
地
取
引
(
回
。
己
巾
ロ
〈
巾
吋
'

r岳
吋
)
、
地
区
基
盤
整
備
(
何
百
円
百
一
巾
ロ
ロ
コ
也
、
土
地
評
価
(
∞
。
骨
ロ
σ
9
2
2
5
m
)
の
規
律
権
限
が
認
め
ら
れ
た
ほ
か
、
従
来
用
い
ら
れ
た
意
味
に
お
け

る
建
築
警
察
法
領
域
に
お
い
て
も
、
当
該
事
項
が
今
日
の
計
画
法
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
、
連
邦
に
立
法
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
た
。
後
者
の
中
に
は
、
建
築

地
域
の
指
定
(
〉

5
毛
色
印
ロ
ロ
∞
〈

Cロ
∞

g
m州市
σ-2)
、
建
築
利
用
の
密
度

(ζ
白
白
骨
叶

σ間三一
n
z
g
〉ロ

SENσ
賀
町
包
門
)
な
ど
に
関
す
る
規
定
が
含
ま

れ
た
。

公法上の建築隣人訴訟(1)

本
鑑
定
書
に
よ
っ
て
、
集
団
規
定
を
中
心
と
し
た
計
画
法
的
内
容
を
有
す
る
規
律
権
限
が
連
邦
に
与
え
ら
れ
た
結
果
、
そ
の
他
の
単
体
規
定
を
中
心
と

つ
ま
り
建
築
法
の
立
法
権
限
が
ラ
ン
ト
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
た
建
築
技
術
規
定
、

3 

こ
う
し
た
経
過
の
後
、

一
九
五
八
年
二
月
七
日
、
閣
議
決
定
を
経
た
連
邦
建
設
法
草
案
は
、
基
本
法
七
六
条
二
項
に
も
と
づ
き
、
ま
ず
、
連
邦
参
議

院
に
送
付
さ
れ
た
が
、
参
議
院
は
、
建
設
管
理
計
画
(
回
旧
三
巴
宣
告

5
m
)
が
地
域
共
同
体
の
事
務
(
〉
ロ
肉
色
。
m
g
v色
丹
仏
旬
。
江
口
門
町
内
の
巾

g
a
g
g同乙

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
治
行
政
事
務
で
あ
る
、
と
す
る
本
草
案
に
対
し
、
憲
法
上
の
疑
義
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
政
府
は
、
建
築
法
と
い
う
素

北法41(1・33)33

材
の
特
性
を
正
し
く
考
慮
す
る
た
め
に
は
、
本
草
案
の
よ
う
な
、
自
治
行
政
に
具
体
的
影
響
を
与
え
、
行
政
組
織
と
手
続
き
を
規
律
す
る
諸
決
定
の
導
入

が
必
要
な
こ
と
を
強
調
し
た
。
ま
た
、
当
時
、
連
邦
住
宅
建
設
大
臣
だ
っ
た
り
ユ
ケ
(
戸
口

nw巾
)
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
高
い
憲
法
上
の
価
値
を
認
め
、
建



説

設
管
理
計
画
を
託
す
に
足
る

(
附
)

と
信
じ
て
い
た
。

北法41(1・34)34

4 

そ
し
て
、
一
九
五
八
年
四
月
一
六
日
、
連
邦
参
議
院
の
修
正
提
案
と
連
邦
政
府
の
意
見
を
付
さ
れ
た
本
草
案
が
連
邦
議
会
に
送
付
さ
れ
た
。
本
草
案

論

は
各
権
限
委
員
会
に
託
さ
れ
て
後
、
所
定
の
読
会
と
審
議
を
経
て
、

s
p
D
の
棄
権
を
伴
い
な
が
ら
も
、
最
終
表
決
(
∞
円
E
Z
E
-
z
z
g
g己
肉
)
に
お
い
て

賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
成
立
し
た
連
邦
建
設
法
は
、
基
本
法
八
四
条
一
項
、
一

O
五
条
三
項
に
も
と
づ
き
、
参
議
院
の
同
意
を
必
要
と
す

る
た
め
、
参
議
院
に
再
送
付
さ
れ
、
参
議
院
は
二
対
二

O
と
い
う
僅
差
で
本
法
律
に
同
意
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
本
法
律
は

三
日
の
大
統
領
に
よ
る
認
証
を
経
て
、
同
年
六
月
二
九
日
に
公
布
さ
れ
て
い
る
。

一
九
六

O
年
六
月

現
行
連
邦
建
設
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
紹
介
、

検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
1
)
以
下
の
記
述
は
、
お
も
に
、
当
・
即
日
円
¥
巧

N一口
E
E
¥吉
田
巾

-
g
Z門
m-
∞
5
r
mぴ
E
m巾
m
m
R
-
H
N
E・
ω同町内・

NC
田
口
一
色

Z
D
m
(
m
g
E

冨
ゴ
)
(
以
下
、
引
用
に
当
た
り

E
巴
ロ
E
Z口
問
(
四
百
ロ
仏
呂
コ
)
を
省
略
す
る
)
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
を
執
筆
し
た
ヴ
イ
リ

l
・
ツ
イ

ン
カ
|
ン
(
当
日
可
N
S
K
与
口
)
は
、
連
邦
建
設
法
立
案
当
時
の
連
邦
住
宅
建
設
大
臣
パ
ウ
ル
・
リ
ュ
ケ
(
可
出
口
こ
と
nw巾
)
の
部
下
と
し
て
、
み

ぎ
立
案
作
業
の
中
心
に
い
た
人
物
で
あ
る
(
〈
包
・
出
・
l

』・

4
0
ロ
己
母
国
巾
一
色
巾
3

・
N
R
肘
丘
団
付
与
ロ
ロ
m
a
g
∞ロロ己
2σ
山口問巾印

2Nmm・
-
凶
一
口
一
回

巧

2
R
E
gロ
ロ
¥
(
い
・
同
冨

g
m巾
円
¥
巧
虫
色

g
Z話
¥
J
そ

-
E
C
U℃巾¥開
-
P
F
5
5円
〉
ロ
ヨ
白
ロ
ロ
¥
(
リ
・
1

出
・
ロ
雪
山
内
凶
(
国
司
括
-YHN白
ロ
ヨ
立
白
ロ
ロ
ロ
m
z
E

巴
m
H
g
z
g
g
E
E口問一日り
2
3円
青
山
岳
町
ロ
吋
ぎ
・
開
5
2
2
5
弓
・
。

scユ
印
丹
田
明
巴
∞
。
・

ω・
5
日間同

(EH
円
)
)
。
な
お
、
そ
の
他
の
関
連
文
献

に
つ
い
て
は
、
そ
の
つ
ど
、
指
示
・
参
照
し
て
い
る
。

(
2
)
〈
ぬ
「
問
自
己

¥
N
E
W同
町
ロ
¥
虫
色
町
ロ
σ
q
m
-
E
O
Q
D
H
)
w
m仏・

ωN一
そ
の
他
、
北
畠
照
弱
「
西
ド
イ
ツ
L

『
特
集
・
都
市
再
開
発
と
住
宅
』
ジ
ユ

リ
ス
ト
四
一
四
号
(
一
九
六
九
年
)
二
五
七
頁
以
下
、
一
一
五
七
頁
、
へ
ル
ム

1
ト
・

w
・
イ
ェ
ン
キ
ス
ー
西
ド
イ
ツ
の
住
宅
供
給
政
策
L

都
市
研

究
懇
話
会
・
篠
塚
昭
次
・
早
川
和
男
・
宮
本
憲
一
編
『
都
市
の
再
生
・
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
住
宅
問
題
』
(
一
九
八
三
年
)
二

O
一
頁
以
下
、
出

水
宏
一
守
戦
後
ド
イ
ツ
経
済
史
』
(
一
九
七
八
年
)
七
頁
以
下
、
一
四
四
頁
以
下
な
ど
参
照
。

(
3
)
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
連
合
国
の
占
領
地
民
剖
当
、
管
理
理
事
会
の
設
置
、
ラ
ン
ト
の
再
編
成
な
ど
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
フ
リ
ツ
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(
日
)
〈
M
1
・
4
0
ロ
己
巾
吋
国
巾
山
内
凶
♂
白
血
(
)
(
司
ロ
・
同
)
、

ω・
5
N・

(
口
)
〈
m-
開口同印同
¥
N
E
W
同町ロ¥∞
5
Zロ
σ巾
吋
明
白
白
(
)
(
匂
ロ
・
同
)
唱
河
【
同
・
h
F

由
一
〈
。
口
内
同
巾
H
-
E
巾{門同巾
w

白血()(司ロ・同)・

ω・
5
N
同・

(
叩
印
)
〈
ぬ
「
〈
。
ロ
己

q
z
a門
ゲ
担
問
(
)
(
句
ロ
-H)
・
ω
E
H・

(
凹
)
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法
過
程
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
コ
ン
ラ
1

ト
・
へ
ツ
セ
(
阿
部
照
哉
ほ
か
訳
)
『
西
ド
イ
ツ
憲
法
綱
要
』
(
一

九
八
三
年
)
二
五
九
頁
以
下
。

(
却
)
現
行
建
築
法
体
系
の
と
る
連
邦
を
中
心
に
し
た
権
限
分
配
に
関
し
、
建
設
計
画
法
と
建
築
秩
序
法
(
回
自
立
国
ロ
ロ
ロ
明
白
ロ
ロ
円
四
回

E
C
Eコ
gm印・

『
巾
円
}
え
)
と
い
う
分
配
基
準
は
適
用
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
一
九
六

O
年
以
前
は
ラ
ン
ト
法
が
こ
の
分
野
を
規
律
し
つ
つ
戦
後
復
興
を
果
た

し
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
、
ラ
ン
ト
へ
の
い
っ
そ
う
の
権
限
委
譲
を
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
。
〈
包
・
閉
山
巧

5
n
F
q
r

。22
N関
与
己
口
問
中

}
8
5
U
2巾ロ
N
E吋
色
白
印
切
出
己
i

ロ
ロ
己
∞
O
己巾口同・巾
n
yぺ
J

N
何回
μ

H
申
∞
一
印

wω-Nω
也
氏

(
N
2
R
)

(
幻
)
一
九
六

O
年
連
邦
建
設
法
三
五
条
の
立
法
史
に
つ
い
て
、
参
照
、
高
橋
寿
一
「
農
地
転
用
論
(
一
)
|
|
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
業
的
土
地
利

用
と
都
市
的
土
地
利
用
|
|
」
社
会
科
学
研
究
三
九
巻
五
号
(
一
九
八
八
年
)
一
頁
以
下
、
六
九
頁
以
下
。
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三辺、

両聞

第
二
款

行
政
裁
判
法
制
の
概
観

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
廃
虚
の
な
か
で
、
最
も
早
く
行
政
裁
判
制
度
の
復
活
を
図
っ
た
の
は
ベ
ル
リ
ン
で
あ
っ
た
。

ベ
ル
リ
ン
は
、

ド

イ
ツ
全
土
と
同
じ
く
、

フ
ラ
ン
ス
、

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
四
カ
国
に
よ
っ
て
分
割
統
治
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、

ア
メ
リ
カ
、

イ
、
ギ
リ
ス
、

九
四
五
年
一
一
月
一
九
日
、

で
も

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
そ
れ
ぞ
れ
軍
政
府

の
命
令
(
〉
ロ
。
丘

E
ロ
mw
〈
角
。
丘
ロ
包
括
)
に
よ
り
行
政
裁
判
所
が
再
建
さ
れ
た
。
遅
れ
て
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区

一
九
五
一
年
一
月
四
日
の
法
律
に
よ
っ
て
行
政
裁
判
所
が
活
動
を
再
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス

ま
ず
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
、

つ
づ
い
て
同
年
二
一
月
一
九
日
、

(
冨
口
一
円
以
吋

Z
m一
2
5
m
)
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説

呂
町
・
ω

H

N

印
片
岡
・
な
ど
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
行
政
裁
判
法
制
に
関
す
る
文
献
が
多
数
登
場
し
つ
つ
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
な
お
十
分
に

参
照
で
き
て
い
な
い
。

ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
l
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
を
中
心
と
す
る
立
法
委
員
会
が
、

活
動
を
開
始
し
、
翌
年
三
月
二

O
日、

一
九
四
五
年
九
月
一
八
日
か
ら
早
く
も

北法41(1・38)38

呈ぷ弘、

日冊

い
わ
ゆ
る
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
草
案
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
同
年
八
月
六
日
、

ア
メ
リ
カ
占
領
地

区
内
の
各
ラ
ン
ト
、

す
な
わ
ち
バ
イ
エ
ル
ン
、

に
お
い
て
、
み
ぎ
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
草
案
を
採
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
各
ラ
ン
ト
は
、
本
草
案
に
原
則

へ
ッ
セ
ン
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
パ

l
デ
ン
は
、

シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の
ラ
ン
ト
会
議
(
南

ド
イ
ツ
ラ
ン
ト
会
議
)

と
し
て
従
い
つ
つ
、
行
政
裁
判
所
法
を
制
定
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
に
お
け
る
行
政
裁
判
所
法

(
C
2
2
N

ロ
σ巾
吋
門
出
巾
〈
司
君

ω-E口
問
由
民
0
1
n
Z
岳
山
門
}
内
色
丹
(
以
下
、

ゆ
る
概
括
主
義
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

V
G
G
と
略
す
る
)
)

は
共
通
の
内
容
を
有
し
、

ま
た
、
権
利
救
済
に
お
け
る
い
わ

イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
で
は
、
管
理
理
事
会
法
律
六
号
が
交
付
さ
れ
て
か
ら
、

ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ル
シ
ュ
ヴ
ア
イ

(ロ
qσ
ゆ
え
河
口
凹
の
町
内
川
認
可
『
)

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
草
案
を
範
と
し
て

行
政
裁
判
所
法
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
審
議
が
経
過
す
る
に
つ
れ
て
行
政
裁
判
を
三
審
制
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
独
自

に
最
高
行
政
裁
判
所
を
設
置
す
る
、
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
軍
政
府
の
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
ま

ず
一
九
四
八
年
四
月
一
日
発
効
の
軍
政
府
命
令
一
四
一
号
(
〈
号
。
丘
E
D
m
Z円
-
E
H
(以
下
、

V
O
一
四
一
と
略
す
る
)
)
が
出
さ
れ
、
つ

づ
い
て
同
年
九
月
一
五
日
発
効
の
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
(
以
下
、

v
o
一
六
五
と
略
す
る
)
が
出
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。

v
o
一
六
五

は、

V
O
一
四
一
を
引
き
継
ぎ
、
い
わ
ゆ
る
概
括
主
義
を
導
入
し
て
い
た
の
で
、
行
政
行
為
(
〈

q毛
色

E
口
明
丘
三
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
が

一
般
的
に
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
ほ
か
(
二
二
条
一
項
)
、
申
請
さ
れ
た
行
政
行
為
の
実
施
(
〈
C
門口
m
y
E巾
)
を
求
め
る
訴
訟
も
明
文
で
許

を
中
心
と
す
る
公
法
諮
問
委
員
会

aqmwHB辛
口
〉
5
m
n
y己
∞
話
回
同
号
。
町
内

g己
片
吉
田
河

R
Z
)
が、



さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
(
二
四
条
一
項
)
。
そ
の
他
、

v
o
一
六
五
の
規
律
内
容
は
原
則
と
し
て

V
G
G
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
行

政
裁
判
所
が
公
行
政
上
の
責
務
を
担
当
す
る
行
政
官
庁
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
で
は
、
当
初
こ
そ
以
前
の
法
律
が
復
活
す
る
な
ど
の
混
乱
が
あ
り
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

五

O
年
以
降
は
基
本
的
に

V
G
G
の
規
律
に
対
応
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。

ほ
ぽ
一
九

(
1
)
〈
包
・
同
何
回
『
2
5白
ロ
ロ
¥
「
当
S
E
R
-
〈
巾
門
毛
色

E
ロ
m
m
m
q
-
n
z
g
Eロロコ
m-
∞・〉え]・・

5
g唱
F
Hロ・品『・
N

ロ
巴
ロ

-
a
E
D
m
(以
下
、
引
用
に

あ
た
り
自
国
三
巴
E
ロ
m
を
省
略
す
る
)
・

(2)
ル
シ
ュ
ヴ
ア
イ
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
良
夫
寸
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
行
政
裁
判
制
度
改
革
|
ナ
チ
ス
体
制
か
ら
ボ
ン
基
本
法
に
か
け
て
l
|」

『
戦
後
改
革
4
・
司
法
改
革
』
(
一
九
七
五
年
)
四

O
四
頁
以
下
、
四

O
七
頁
参
照
。

(3)
〈
ぬ
戸
開
可
巾
「
ヨ
白
ロ
コ
¥
司
円
。
E
巾F

出回()(町ロ
-
H
)

噌同州己・口・

(
4
)
以
上
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
つ
い
て
、
〈
m-・
同
・
旬
。

3
5
0
R
F岳
号
ロ
nF
門日目的〈
q
t弔問]吉口問印可
mnEF--
∞
p
・
N
-

〉
口
町
一
ニ
呂
町
Y
ω
・
品
自

(5)
ぐ
m-
出
・
ロ
巾
わ
Z
R
r
z
u一
巾
ぐ
巾
門
戸
司
同
]
百
口
問
団
ぬ
巾
H
-

一円
F
Zぴ
白
ユ
ハ
巾
比
一
口
閉
山
町
巴
口
一
白
ロ
円
同
七

p-N3
・U
〈
∞
-
E印0
・
ω-N申印問問・一日り。吋印円
F
O
R
-
白血()

(明ロ・品)・

ω・h
H
N

叶
・
開
M
N
m

山口己白ロロ¥匂吋
αEmHJ
白血()(回りロ・同)唱河内同
-Hω
・

公法上の建築隣人訴訟(1)

フ
ラ
ン
ス
の
各
占
領
地
区
に
お
げ
る
行
政
裁
判
所
法
に
共
通
す
る
特
色
と
し
て
、
次
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
行
政
裁
判
所
と
行
政
官
庁
と
の
組
織
上
の
分
離
、
第
二
に
、
権
利
救
済
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
概
括
主

義
の
採
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ボ
ン
基
本
法
一
九
条
四
項
と
み
ぎ
概
括
主
義
と
の
関
係
を
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
、

北法41(1・39)39



説

い
わ
ゆ
る
積
極
行
政
と
行
政
裁
判
所
と
は
組

織
上
重
複
し
て
い
た
し
、
法
廷
構
成
員
の
一
部
は
行
政
官
で
あ
っ
た
か
ら
、
裁
判
官
と
し
て
の
身
分
保
障
を
受
け
ら
れ
な
い
法
廷
構
成
員
も
、

法
律
上
は
、
い
た
わ
け
で
あ
れ
。
こ
れ
に
対
し
、
(
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の

)
V
G
G
は
、
行
政
裁
判
権
が
法
律
に
の
み
服
す
る
独
立
の
裁
判

所
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
る
ほ
か
(
一
条
一
項
)
、
高
等
行
政
裁
判
所
(
〈
貨
当
包
宮
口
問
括
均
一
の
宮
与
え
)
の
裁
判
官
た
る
専
任
構

成
員
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
彼
が
行
政
実
務
に
従
事
で
き
な
い
旨
を
明
文
で
規
律
す
る
に
至
っ
た
(
三
条
三
項
)
。
さ
ら
に
、
裁
判
官
で
あ

る
以
上
、
専
任
構
成
員
の
み
な
ら
ず
、
兼
任
構
成
員
に
対
し
て
も
、
通
常
裁
判
所
(
。
丘

2
2
n
Z
の
め
円
一
の
宮
岳
民

Z
R
)
の
裁
判
官
に
適
用

さ
れ
る
規
定
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
(
三
条
二
項
)
。
同
様
の
規
律
は
、
(
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
の
)
V
O
一
六
五
・
一
条
一
項
、
二

五
条
二
項
、
一
七
条
一
項
に
も
み
ら
れ
が
)
。
こ
の
よ
う
に
、
(
西
)
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
所
が
、
通
常
裁
判
所
と
同
様
の
組
織
構
造
と
裁
判
官

の
身
分
保
障
を
、
法
律
上
も
手
に
い
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
前
者
に
関
し
て
、

た
と
え
ば
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
、
上
級
行
政
裁
判
所
を
除
い
て
、

北法41(1・40)40

論

2 

次
に
、
概
括
主
義
の
採
用
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

フ
ラ
ン
ス
の
各
占
領
地
区
を
通
し
て
、
行
政
裁
判
所
法
は
、
抗
告
訴
訟
(
〉
旦

R
Z
5
m
g
R
Zロ
)
と
そ
の
他

の
公
法
上
の
訴
訟

(S号
2
留
B
E
m
z
x
g仏
g
α
R
g
E
n
y
g
H
N
R
E
m
)
を
区
別
し
て
い
た
。
申
請
さ
れ
た
行
政
行
為
(
〈

qt弔
問

-
E
D明白

山
宮
)
の
実
施
を
求
め
る
訴
訟
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
除
い
て

(
V
G
G
三
五
条
二
項
、

v
o
一
六
五
・
二
四
条
一
項
)
、
抗
告
訴
訟
は
行
政

行
為
の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
り
、
将
来
な
さ
れ
る
行
政
行
為
の
不
作
為
を
求
め
る
差
止
め
訴
訟
な
ど
は
、
現
行
法
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
と

さ
れ
足
。
ま
た
、
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
は
、
他
の
地
区
の
模
範
と
な
っ
た

V
G
G
に
お
い
て
当
事
者
訴
訟

(
2
5
2可
a
z
m
E
Zロ)

と
呼
ば
れ
(
一
一
一
一
条
一
項
)
、
対
等
な
法
主
体
の
紛
争
に
制
限
さ
れ
た
う
え
(
八
五
条
一
項
)
、
法
関
係
の
存
否
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
も
当

(
二
四
条
一
項
)
、
あ
た
か
も
、
行
政
訴
訟
が
抗
告
訴
訟
と
当
事
者
訴
訟
と
い
う
特
定
の
訴
訟
類
型
に

ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
、

事
者
訴
訟
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
た
め



拘
束
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
当
事
者
が
対
等
な
関
係
に
な
い
場
合
に
は
、
行
政
行
為
の
有
無
が
行
政
訴
訟
の
許
否
を
決
す
る
か
の
ご
と
き
様

相
を
呈
す
る
こ
と
と
な
っ
出
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
に
導
入
さ
れ
た
概
括
主
義
の
実
際
は
、
行
政
訴
訟
の
許
否
を
特
定
事
項
に
制
限
し

た
り
、
個
別
法
の
さ
だ
め
に
任
せ
る
い
わ
ゆ
る
列
記
主
義
こ
そ
排
除
し
て
い
た
も
の
の
、
特
定
の
行
為
(
行
政
行
為
)
と
特
定
の
訴
訟
類
型

(
抗
告
訴
訟
・
当
事
者
訴
訟
)
を
前
提
と
し
た
う
え
で
の
概
括
主
義
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

叩
と
こ
ろ
で
、
一
九
四
九
年
に
成
立
し
た
ボ
ン
基
本
法
一
九
条
四
項
は
、
公
権
力
に
よ
る
権
利
侵
害
す
べ
て
に
対
す
る
出
訴
の
途
を
保
障

し
た
。
こ
の
憲
法
上
の
概
括
主
義
と
、
み
ぎ
に
み
た
戦
後
の
各
占
領
地
区
に
お
け
る
行
政
裁
判
所
法
上
の
概
括
主
義
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
学
説
を
手
が
か
り
に
し
て
検
討
を
試
み
る
。
ま
ず
、
ベ
ッ
タ

l
マ
ン

(同・

〉
-
∞
∞
芹
耳
目
白
ロ
ロ
)
の

論
文
に
対
す
る
パ
ツ
ホ
フ

(
0・
切
山
門
川
町
。
同
)

の
批
判
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

公法上の建築隣人訴訟(1)

ベ
ッ
タ
l
マ
ン
は
、
一
九
四
九
年
の
雑
誌
論
文
の
中
で
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
、
争
訟
裁
判
権

(mqap刷巾の
R
R
Z岳
山
岳
色
丹
)
が

問
題
と
な
る
号
、
そ
れ
ま
で
特
別
な
法
律
に
も
と
づ
い
て
通
常
裁
判
所
の
管
轄
が
認
め
ら
れ
て
い
た
損
失
補
償
事
件
な
ど
の
公
法
上
の
宰

(α
砂
ロ
戸

l
B与己・

2
5
E
m
w巳
広
三
も
含
め
、
通
常
裁
判
所
の
管
轄
権
が
行
政
事
件
に
お
い
て
も
基
礎
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
、
と
述
べ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
一
九
五
一
年
、
パ
ッ
ホ
フ
は
、
大
要
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち
、
「
本
条
項
の
目
的
は
、
ラ
ン
ト
の
立
法
者
に
よ
っ

て
行
政
裁
判
権
の
廃
止
、
も
し
く
は
制
限
が
な
J
凱
た
と
し
て
も
、
と
に
か
く
公
権
力
の
侵
害
(
巴
括
正
常
己
負
皇
g
E
n
y
g
p
S
F
)
に

対
し
て
、
出
訴
の
途
を
留
保
し
て
お
く
こ
と
に
あ
る
。
L

「
ベ
ッ
タ
l
マ
ン
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
概
括
条
項
の
範
囲
を
誤
解
し
て
い
る
。
本

項
は
、
公
権
力
に
よ
る
権
利
侵
害
(
河
内
山
口
広
告
R
Z
R
Z
D
m
g
)
を
理
由
と
す
る
訴
訟
、
つ
ま
り
抗
告
訴
訟
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ

カ
、
イ
ギ
リ
ス
各
占
領
地
区
に
お
け
る
行
政
裁
判
所
の
権
限
に
は
、
(
山
)
わ
ゆ
る
当
事
者
訴
訟
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
〔
当
事
者
訴
訟
に
関
す
る
〕

権
限
を
基
本
法
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
L

と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
デ
ュ

l
リ
ツ
ヒ
(
の

(
b
E
m
)
は
、
一
九
五
八
年
に
、
行
政
行
為
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
お
よ
び
職
務
行
為
の
不
作
為
に
対
す
る
義
務
づ

け
，
訴
訟
は
認
め
ら
れ
る
と
し
つ
つ
、
一
公
権
力
概
念
(
∞
品
円
庄
内
凶

R
丘
町
巾
え
ロ
♀

g
の
2
5
5
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
と
し
て
、
大
要
、
次
の
よ
う

に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
基
本
法
一
九
条
四
項
は
、
い
わ
ゆ
る
服
従
関
係
(
己
2
2
0
E
E口
哲
話
岳
山
ロ
白
一
色
に
の
み
適
用
さ
れ
、
当
事
者
訴
訟
、

北法41(1・41)41



説

つ
ま
り
対
等
な
法
主
体
問
の
公
法
上
の
訴
訟
に
は
適
用
が
な
い
。
L

北法41(1・42)42

苦辺、
民間

パ
ッ
ホ
フ
ら
に
あ
っ
て
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
い
う
概
括
条
項
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
は
、
取
消
訴
訟
、
義
務
づ
け
訴

訟
な
ど
、
行
政
行
為
と
の
関
連
で
と
ら
え
ら
れ
た
抗
告
訴
訟
に
限
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
各
占
領
地
区
の
行
政
裁
判
所
法
上
の

概
括
主
義
の
方
が
、
基
本
法
上
の
概
括
主
義
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
よ
り
も
広
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
基
本
法
自

ら
が
、
抗
告
訴
訟
に
限
ら
れ
な
い
、
権
利
救
済
に
お
け
る
概
括
主
義
を
採
用
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ

以
上
の
よ
う
に
、

れ
る
。以

下 き
て
、
一
九
六

O
年
一
月
一
二
日
に
制
定
さ
れ
、
同
年
四
月
一
日
に
発
行
し
た
現
行
行
政
裁
判
所
法
(
〈

qtg-E括的
m
q片
宮

g
E
E括

v
w
G
O
と
略
す
る
)
)
は
、

そ
れ
ま
で
の
各
ラ
ン
ト
行
政
裁
判
所
法
が
と
っ
た
(
も
し
く
は
、

と
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
た
)
抗

告
訴
訟
・
当
事
者
訴
訟
(
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
)
と
い
う
こ
分
法
を
放
棄
し
、
民
事
訴
訟
法
に
対
応
し
て
、
給
付
・
確
認
・
形
成
の
訴

え
を
認
め
(
四
二
条
、
四
三
条
)
、
「
連
邦
法
の
明
文
規
定
に
よ
り
、
他
の
裁
判
所
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
憲
法
上
の
性
質
を
有
し
な

い
す
べ
て
の
公
法
上
の
訴
訟
に
お
い
て
、
行
政
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
。
」
(
四

O
条
一
項
一
文
)
と
規
定
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、

立
法
理
白
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
行
政
訴
訟
は
す
べ
て
の
公
法
上
の
訴
訟
に
対
し
て
聞
か
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一

方
、
公
権
力
の
措
置
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
侵
害
(
〈
q
-
2
N門
)
さ
れ
た
者
す
べ
て
が
行
政
裁
判
所
に
出
訴
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
基
本
法
一

九
条
四
項
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、

み
ぎ
を
超
え
て
公
権
力
の
措
置
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、

公
権
力
が
直
接
当
該
紛
争

に
関
係
し
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
す
べ
て
の
公
法
上
の
訴
訟
に
対
し
て
行
政
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
当
事
者
訴
訟
に
対
し
て
も
、

新
し
い
行
政
裁
判
所
法
の
規
律
に
応
じ
て
、
行
政
訴
訟
が
一
般
的
に
聞
か
れ
る
。
L

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、

v
w
G
O
の
概
括
主
義

の
法
が
基
本
法
の
概
括
主
義
よ
り
も
広
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
日
。

驚
く
べ
き
は
立
法
者
の
自
己
理
解
に
よ
れ
ば
、
か
れ
ら
は
基
本
法
以
上
の
権
利
保
護
を
保
障
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。



同
と
こ
で
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、

v
w
G
O
以
降
、
行
政
行
為
の
存
否
が
種
々
の
判
断
・
評
価
の
基
準
で
は
な
く
な
り
、
取
消
訴
訟
・

義
務
づ
け
訴
訟
な
ど
の
成
立
に
と
っ
て
行
政
行
為
の
存
在
が
前
提
と
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
行
政
行
為
が
な
く
て
も
、
当
該
訴
訟
が
「
公
法

上
の
訴
訟
」
で
あ
る
限
り
、
給
付
・
確
認
・
形
成
の
訴
え
の
中
か
ら
い
ず
れ
か
適
切
な
訴
訟
類
型
が
選
択
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
み
ぎ
に
い
わ
ゆ
る
「
公
法
上
の
訴
訟
L

と
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
法
関
係

(
m
R
Z
2
2町
住
吉
町
)
」
の
性
質
に
も
と

づ
い
て
判
断
さ
れ
、
関
係
者
間
の
「
上
下
関
係
(
口
σ
R
'
z
E
d
E
R。
丘
E
g
m印〈
q
E
-
E
U
)
Lば
か
り
か
、
寸
対
等
関
係

(
2
a
n
F
C丘
ロ
g
m印ι

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

2
5住
吉
町
)
L

か
ら
も
導
き
出
さ
れ
る
、

公法上の建築隣人訴訟(1)

(
1
)
〈
包
・
出
司
。
g
p
c
R
F各
号
ロ
ロ
ゲ
色
町
田
〈
巾
門
司
白
-
E口
問
団
円
巾
門
戸
】
・
ロ
門
戸

-N-
〉口問}よ

HU戸

ω・品
N∞
民
な
お
、
南
博
方
『
行
政
裁
判
制
度
』

(
一
九
六

O
年
)
一
五
五
頁
以
下
、
秋
山
義
昭
「
西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法
に
於
け
る
一
般
概
括
主
義
と
行
政
裁
判
所
の
管
轄
付
」
北
大
法
学
論

集
一
八
巻
三
号
(
一
九
六
八
年
)
一
六
三
頁
以
下
、
一
七
九
頁
以
下
は
、
本
文
で
挙
げ
た
特
色
の
ほ
か
、
行
政
裁
判
所
・
行
政
裁
判
官
の
独
立
の

保
障
も
挙
げ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
れ
を
本
文
に
い
う
第
一
の
特
色
の
説
明
の
中
で
簡
単
に
取
り
上
げ
る
に
と
ど
め
た
。
こ
れ
は
本
稿
が
い
わ
ゆ
る

概
括
主
義
の
採
用
に
関
心
を
集
中
し
た
た
め
で
あ
る
。

(
2
)
参
照
、
南
・
前
掲
書
注

(
1
)
二一

O
頁
以
下
。

(3)
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
の
状
況
に
つ
き
、
〈
関
戸
国
・
ロ
巾
巳
巾
「
nr・-w里
町
〈
巾
門
司
包
吉
ロ
m印
m
q
w宮
島
R
w
m
x
E
H
N
Y巳
己
白
ロ
己
匂
片
山
}
N
J
ロ
〈
盟
・

5
g
w

m
f
N
甲町民・(日由日)・

(
4
)
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
独
立
が
欠
け
て
い
た
、
と
い
う
、
本
文
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
、
疑
問
を
述
べ
る
者
が
い
る
。
す
な
わ

ち
、
一
・
二
審
で
活
躍
し
た
名
誉
職
裁
判
官
は
、
そ
の
職
業
上
の
実
力
に
よ
っ
て
、
訓
令
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判

所
の
裁
判
官
も
ま
た
自
由
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
(
〈
閃
戸

φ
l
n・
〈
。
ロ
ロ
ロ
E
F
Eぐ
向
者
同
日
E
ロぬ印
mq-nF仲間
σ国司}内向一ぺ
J
5
・閉山・

0
・〉・

』
巾
凹
巾
円
一
門
町
¥
出
・
唱
。
E
¥の
-h・
〈
。
ロ
ピ
ロ
H

・
ロ
『
(
出

a
m・7
U
巾戸岸田円
F
g
〈
巾
コ
司
E
Fロロ
mmm巾凹円
y
r
y
S
印
噌
呂
∞

AHvω
・
HH吋
∞
斥

(
H
E
S
W
円凶巾門凹
-w

〈
2
4司白}宮口開印
m
q一
円
宮
島
白
吋
}
内
町
一
同
日
円
出
〈
q
p
g
c
D
m
m
g白
F
H
U∞品唱

ω・
ωω

『
・
)
。
ナ
チ
の
時
代
に
、
他
の
裁
判
権
以
上
に
、
行
政
裁
判
所
が

自
由
主
義
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
、
こ
の
疑
問
に
根
拠
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(a--戸
間
。

-wF-KOH4白
-Z口問印
B
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説

z
n
y仲
間
当
日
目
白
巾
ロ
凹
門
町
田
町
同
ロ
ロ
円
四
〈
巾
コ
々
回
-
Eロ
mm]巾げ叶巾山口

Z
白色
O
ロ丘町
C江
田
口
由
自
己
的
J

E
一
択
の
・
〉
・
』
巾
凹
巾
-Any¥
出・同
vcy】
¥
の
・
ゎ
・
〈
O
ロ
ロ
ロ
コ
同
町

(出吋印
m
-
Y
U
2
3
n
F
g
〈
巾
門
委
巳
E
ロ
m
m
m
g
n
E
n『
S

P

E
∞
日
・
一
山
吋
。
叶
内
向
(
ご
品
)
(
当
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
長
官
ド
レ
フ
ス

(∞
-
U活
者
的
)
の
役
割
も
強
調
し
て
い
る
。
ド
レ
フ
ス
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
人
見
剛
「
ワ
イ
マ

1
ル
期
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
制
度
論
L

東
京
都
立

大
学
法
学
会
雑
誌
二
八
巻
一
号
ご
九
八
七
年
)
二
三
七
頁
以
下
、
二
五
六
頁
以
下
注
(

1

)

)

)

。

(
5
)
〈
MU-

ゎ
・
国
-
g
m
w
〈
巾
門
名
目
}
Eロ
mm℃吋
O
N
巾
p
z
n
y
y
∞
〉
口
問
}-w
忌∞
ωwω
・
ω
N
U
国
部
逸
夫
寸
ド
イ
ツ
の
行
政
訴
訟
制
度
」
公
法
研
究
一
五
号

(
一
九
五
六
年
)
一
コ
二
頁
以
下
、
二
二
七
頁
。
そ
の
他
、
須
貝
僑
一
「
西
独
逸
行
政
裁
判
制
度
の
発
展
L

法
学
論
叢
五
九
巻
四
号
こ
九
五
三

年
)
一
頁
以
下
、
四

O
頁
参
照
。

(6)dFHm戸
O
ぐ
の
出
血
同
ロ
ゲ
ロ
吋
m
w
d
ユ
-
4・
N
N
P
E
E
W
。
ぐ
∞
戸
冨
巴
・

ω
・
民
同
(
∞
叶
)

(
7
)
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
お
い
て
は
、
「
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
」
に
関
す
る
特
別
な
定
め
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
、
ふ
た
通
り
の
理
解

が
存
在
し
て
い
る
。
第
一
に
、
南
・
前
掲
書
注

(
1
)

一
九
四
頁
は
、

v
o
一
六
五
・
五
二
条
が
公
法
上
の
法
関
係
の
存
否
も
し
く
は
内
容
の
確

認
を
明
文
で
認
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
お
い
て
も
、
「
当
然
に
当
事
者
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
」

と
す
る
。
第
二
に
、
ウ
レ
は
、

v
o
一
六
五
・
ニ
二
条
一
項
が
、

V
G
G
の
よ
う
な
抗
告
訴
訟
・
当
事
者
訴
訟
と
い
う
二
分
法
を
と
ら
ず
、
「
そ
の

他
の
公
法
上
の
訴
訟
」
を
当
事
者
訴
訟
に
制
限
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
み
ぎ
規
定
を
も
っ
て
、
寸
憲
法
上
の
訴
訟
を
除
く
す

べ
て
の
公
法
上
の
訴
訟
に
対
し
て
、
行
政
訴
訟
を
聞
い
て
い
る
」
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
立
場
が
現
行
の

V
w
G
O
四
O
条
に

受
け
継
が
れ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
守
主

-c-pg()(司ロ・印)・
ω・
ω
ω
)
0

一
九
五

O
年
に
お
け
る
理
解
と
し
て
は
、
恐
ら
く
、
第
一
の
理
解

が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
(
話

--n
匂

E
g
m
q
w
∞
官
席
自
己
2
4
q毛
色
吉
ロ
mmmdコ
与
己
R
V
S
同

R
宮
g
n
F
C
C・
-
叩
印
品
¥
∞
-
N
口

氏
田
)
。
ウ
レ
は
参
考
文
献
を
一
括
引
用
す
る
の
み
で
あ
る
た
め
、
そ
の
見
解
の
根
拠
な
ど
を
追
証
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
以
上
に
つ
き
、

さ
ら
に
参
照
、
雄
川
一
郎
『
行
政
争
訟
法
』
(
一
九
六
六
年
)
五
七
頁
注
(
五
)
、
(
六
)
、
秋
山
・
前
掲
注

(
1
)

一
八
一
頁
注

(
6
)
。

(
8
)
〈
包
'
C
Z咽出国()(司ロ・印)・

ω
・
ωN
円
一
0
・
∞
白
円
F
o
p・
ロ
芯
ロ
。
m
g白同一}内門凶巾印ぐ巾門戸司白
]
Eロ
m印可巾
n
y
g
〈
。
門
会
川
口
の
巾
拘
巾
ロ
者
向
江
田
白
戸
H
R白ぴ巾ロ

門貯円〈巾門戸司出]門ロロ
m
J
ぐ
ぐ
ロ
ω門初回
L
ω
0・冨吋一
N・
ω
・
Eω

同町・

(N出)一
t
J
「
・
戸
。
者
向
H.2
司己口付門戸
O
ロ
ロ
ロ
己
切
巾
m江
町
内
己
巾
由
〈
巾
門
戸
司
白
}
吉
口
問
印
何
回
W
Z
J
』己一山

sgwω
・∞呂町内・

2
0印
)
・
秋
山
・
前
掲
注

(
1
)

一
八

O
頁
、
畠
山
武
道
「
許
認
可
の
際
の
同
意
の
性
質
ご
)
L

民
商
法
雑
誌
六
九
巻
一
号
(
一

九
七
三
年
)
六

O
頁
以
下
、
六
五
頁
。

(
9
)
以
上
に
つ
き
、
参
照
、
人
見
剛
「
西
ド
イ
ツ
行
政
法
学
に
お
け
る
行
政
行
為
概
念
の
位
置
づ
け
」
兼
子
仁
編
著
『
西
ド
イ
ツ
の
行
政
行
為
論
』

論
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公法上の建築隣人訴訟(1)

ご
九
八
七
年
)
一
頁
以
下
、
六
頁
以
下
。
そ
の
他
、
概
括
主
義
の
定
め
方
が
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
と
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
と
で
異

な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
あ
っ
て
は
、
第
一
審
裁
判
所
た
る
行
政
裁
判
所
の
事
物
管
轄
規
定
の
中
に
概
括
条

項
が
含
ま
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
行
政
訴
訟
の
提
起
に
関
す
る
規
定
と
行
政
裁
判
所
・
上
級
行
政
裁
判
所
の
事
物
管
轄
に
関

す
る
規
定
と
が
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
前
者
の
よ
う
な
両
規
定
の
混
合
か
ら
は
混
乱
が
生
じ
て
い
た
、
と
い
う

(4m一-
C
-
P
白血()(司コ

日)・

ω
ω
N
)
。
現
行
の

V
w
G
O
四
O
条
、
四
六
条
は
両
者
を
区
別
し
て
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
現
行
法
立
案
当
初
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る

(4m「
同
〈
白
ロ
ロ
ロ
凹
o
p
-
-
0
5
ぐ
。
日
円
σ巴
ぽ
ロ
宮
司
包
ロ
巾

σロ
ロ
色
町
印
「
巾
円
宮
口
ny巾
〈
句
者
包
E
ロ
m
m
m
m
-
n
y
g
o
aロロロ
mwJ
ロ
ぐ
切
戸
呂
印
。
w

ω・印公山町内・(印品由))。

(
日
)
ボ
ン
基
本
法
一
九
条
四
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
伺
人
も
、
公
権
カ
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
(
山
口

g
g
g
同
R
Z
g

4
2
F
R
Zロ
)
と
き
は
、
出
訴
の
途
が
与
え
ら
れ
る
。
他
の
[
機
関
の
]
管
轄
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
通
常
裁
判
所
へ
の
出
訴
が
認
め
ら
れ
る
。
」

(
訳
文
は
宮
沢
俊
義
編
『
世
界
憲
法
集
・
第
三
版
』
(
一
九
八

O
年
)
一
六
八
頁
(
山
田
歳
訳
)
に
よ
る
)

(
日
)
回
巾
淳
司
司
自
白
ロ
ロ
2

〈
句
者
同
}
宮
口
問
印
m
m
E
n
z
E
n
F巾
の
巾
ロ
巾
E
-
E山口凹巾「

C
E
Oロ
E
n
y
q
河巾門町門由者巾
m
z
D広
口
一
門
町
民
肉
巾
吋
〈
句
者
白
一
吉
口
問
中
白
E
J

冨
ロ
見
冨
怠
・

ω・
ω
E
R・(ω
混同)・

(
ロ
)
∞
白
円
げ
O
H
o
-巾
〈
巾
吋
毛
色
吉
ロ
m
∞m
q
w
v
E
n
y巾
穴
E
m白
血
口
町
〈
O
B白
F
B巾
巾
宮
内
吋
〉
ヨ
門
田
町
山
口
門
ロ
ロ
ロ
m
-
N
L
H
D〈巾円以ロ己
R
R
〉己同}・・

5
2・
ω
・
5

(
本
書
の
初
版
は
、
一
九
五
一
年
に
出
版
さ
れ
た
)
・

(
日
)
〉
白
(
)
(
明
，
P
H
N
)
w
ω
-
E
『・

(H)
ロ
ロ
ユ
m-
一
口
一
、
『
呂
白
ロ
ロ
N¥の
・
ロ
ロ
ユ
mw
の円ロロ己拘巾印巾円
N
Mハ
C
5
5巾ロ
S
F
H
N門日・

N
H
N
Z
〉ユ・

5
〉
σ凹
】
〈
(
凹
S
ロ
己
邑
印
∞
)
・

(
日
)
〉
白
(
)
(
同
サ
ロ
に
)
'
河
内
同
・

NN・

(
日
)
同
旨
、
小
早
川
光
郎
『
行
政
訴
訟
の
構
造
分
析
』
(
一
九
八
三
年
)
六
三
頁
。
参
照
、
南
・
前
掲
書
注

(
1
)

一
九
三
頁
以
下
、
畠
山
・
前
掲
注

(
8
)
六
六
頁
注

(6)
、
園
部
・
前
掲
注

(
5
)

一
三
四
頁
。
〈
色
・
白
cny
ロ
ロ
ユ
m
・
2
0
(切口
-
E
)
-
m己・吋

σ・

(
げ
)
〈
肉
]
穴
-
H
N
E巾
r
q
¥出・
l
]

・〈。ロ

O
巾え
N
2・
ぐ
句
者
巳
吉
口
問
由
m
R
-
n
z
g丘
ロ
ロ
ロ
mw
叶
・
〉
Z
2・・

5
∞
ゲ
河
門
目
白

N
Z
m
ちゅ

]
g
-
H
N
C
銅
色
一
秋

山
・
前
掲
注

(
1
)

一
八
四
頁
以
下
。

(
同
)
∞
司
・
巴
叶

ω¥印印

(ω
・
ω
C
N己
申

ω∞)・

(
叩
)
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
、

v
w
G
O
と
基
本
法
の
関
係
に
つ
き
、
本
文
で
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
理
解
と
ま
っ
た
く
逆
の
理
解
が
一
般
的
と
な
っ
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説

て
い
る
。
つ
ま
り
、

v
w
G
O
四
O
条
の
概
括
条
項
は
基
本
法
一
九
条
四
項
を
具
体
化
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
コ
ン
ス

タ
ン
ツ
大
学
教
授
プ
ロ

l
ム
(
宅
∞
g
y
B
)
は
、
「
基
本
法
一
九
条
四
項
と
そ
の
行
政
裁
判
上
の
具
体
化
た
る

V
w
G
O
四
O
条
一
項
は
、
法
治

国
の
勝
利
だ
と
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
」
と
し
て
い
る

E
R印
・
2
0ぽ

2
2己
片
町
巾
〈
句
者
巳

Z
口
問
同
町
包
mmロ
印
片
山
口
門
出
関
巾
の
巾
者
同
一
昨
ロ
ロ
己
岳
ぬ

の
耳
目

g
舟
円
ぐ

q毛
色
宮
口
宮
内
巾
ユ

n
v
g
g昇。一ぺ
JH)〈∞】
-
E∞タ

ω・
ωNH
片岡・

C
M
H
m
)
)
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
一
九
六
三
年
に
既
に
存
在
し

て
い
た
。
た
と
え
ば
、
行
政
裁
判
所
裁
判
官
ゼ
ル
マ
ン
(
忌

-rzggロ
)
は
、
公
法
上
の
建
築
隣
人
訴
訟
を
め
ぐ
る
論
文
の
中
で
、
「
先
の
戦
争

後
、
行
政
裁
判
の
特
に
自
に
つ
く
特
徴
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
概
括
条
項
の
行
政
裁
判
権
へ
の
一
般
的
導
入
で

あ
る
。
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
(
己
負
印
・
2

開
三
者
一
円
E
Cロ
m
ロロ仏

3.。z
m
H
H
H

え
宗
門
同
巾
吋

α
R
g己
-ny・5
n
y
E
n
y巾ロ

Z
白
n
y
σ
R
E担問巾
H
H

ロ

∞白己同・巾門町ぺ
J

ロ
〈
∞
「
呂
町
ω
唱

ω
-
N
叶ω片岡・
(
N
叶昂))。

み
ぎ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
る
と
、
本
文
で
次
に
述
べ
る
よ
う
な

V
w
G
O
の
持
つ
画
期
的
な
意
義
が
不
鮮
明
に
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。
プ
ロ
ー

ム
、
ゼ
ル
マ
ン
の
見
解
が
論
証
ぬ
き
の
も
の
で
あ
る
点
は
お
く
と
し
て
、
一
九
五

0
年
代
末
か
ら

V
w
G
O
制
定
を
は
さ
ん
で
一
九
六

O
年
初
め

に
か
け
て
の
時
期
に
、
行
政
裁
判
所
法
と
基
本
法
と
の
関
係
に
関
す
る
観
念
が
学
説
な
ど
一
般
に
お
い
て
変
化
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
察
さ

れ
る
。
二
人
は
、
ボ
ン
基
本
法
と

V
w
G
O
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
四
九
年
と
一
九
六

O
年
に
制
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
時
期
的
な
先
後
関
係
だ

け
を
考
慮
し
、
当
然
の
よ
う
に
、
後
者
は
前
者
を
具
体
化
し
た
も
の
だ
、
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
二
人
は
、

v
w
G
O
と
い
う
基
本
的
な
法
律
の
、
根
幹
に
か
か
わ
る
立
法
理
由
を
知
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
却
)
〈
ぬ
戸
河
巾
仏
mw巾】
1
¥
〈
。
口
。
巾
円
円
N

巾
P
白血()(明ロ回目吋
)
w
-
N
己・吋
N

己
申
品
。

(
幻
)
〈
関
戸
河
内
色
。
W
2
1
¥
〈。ロ

O
巾H
A
N
巾
P
同国()(司ロ・

H
3
・同州門日・品
N
己
申
品
{
)

苦L>、
両開

四

最
後
に
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
当
事
者
適
格
な
ど
に
関
す
る
規
律
を
簡
単
に
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、

V
G
G
二
二
条
一
項
は
、
「
行
政
裁
判
所
は
、
行
政
庁
の
処
分
(
〈
q
E
m
g
m
)
、
そ
の
他
の
行
政
行
為
の
抗
告
(
抗
告
訴
訟
)
に

つ
き
決
定
す
る
。
」
と
規
定
す
る
が
、
処
分
・
行
政
行
為
の
定
義
規
定
は
設
け
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

V
O
一
六
五
・
二
二
条
一
項
は
、
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「
ラ
ン
ト
行
政
裁
判
所
は
、
行
政
行
為
の
抗
告
、
お
よ
び
憲
法
訴
訟
を
除
く
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
を
決
定
す
る
。
」
と
規
定
す
る
と
同
時

に
、
同
二
五
条
一
項
一
文
は
、
「
本
命
令
に
い
う
行
政
行
為
と
は
、
公
法
の
領
域
に
お
い
て
、
具
体
の
事
案
を
規
律
す
る
た
め
に
、
行
政
庁
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
す
べ
て
の
処
分
(
〈
2
E
m
g
m
)
、
命
令
(
〉
口
。
丘
ロ
己
口
問
)
、
決
定
(
開
E
R
Y巴
門
山
口
口
問
)
、
そ
の
他
の
措
置
(
富
山
由

S
F
B
O
)

を
い
う
。
L

と
い
う
定
義
規
定
も
置
い
て
い
る
。
こ
の
規
定
と
同
様
の
内
容
を
持
っ
た
規
定
が
、
ベ
ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
法
二
三
条
一
項
な
ど

に
も
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
二
年
九
月
二
三
日
に
設
置
さ
れ
た
連
邦
行
政
裁
判
所
は
)
、
一
九
五
五
年
一

O
月
二
一
日
判
決
に
お
い
て
、

み
ぎ
に
み
た
行
政
行
為
の
定
義
内
容
を
他
の
地
方
へ
も
拡
大
適
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
七
六
年
制
定
、
翌
年
施
行
の
現
行
連
邦
行
政
手
続
法
三
五
条
も
ま
た
、
ほ
ぽ
同
様
の
行
政
行
為
の
定
義
規
定
を
設
り
て
い

そ
し
て
、

る

「
行
政
行
為
と
は
、
行
政
庁
が
公
法
上
の
領
域
に
お
い
て
具
体
の
事
案
を
規
律
す
る
た
め
に
な
し
、
外
部
に
対
し
て
直
接
の
法
的
効
果
を
も
っ
す

べ
て
の
処
分
(
〈
R
B
m
g
m
)
、
決
定
(
開
2
2
y
a仏
ロ
ロ
ぬ
)
ま
た
は
そ
の
他
の
公
権
的
措
置

(
Z
Z
E一
円
宮
富
山
田
口
同
町
ヨ
巾
)
を
い
う
。
」

次
に
、

V
G
G
二
三
条
一
文
は
、
「
法
律
に
別
段
の
定
め
な
き
限
り
、
自
己
に
帰
属
す
る
権
利
を
主
張
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
自
己
に
不

公法上の建築隣人訴訟(1)

当
に
課
さ
れ
た
義
務
を
争
う
者
(
者
号
。
E
5
5
N
C
印
Auoy巾ロ門日巾印

HNゅの}同門

mo]門めロ己

B
R
Z
。門目。円。一

5
5
5
g
m
o由。ロロ
g
。

〈巾司
σ山口門出
-nrwo-円
σom可
mw-Z片
)
だ
け
が
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
L

と
し
、

V
O
一
六
五
・
二
三
条
一
項
一
文
は
、
「
行
政
行
為
の
抗
告
は
、

行
政
行
為
が
違
法
で
あ
る
た
め
、

そ
れ
が
原
告
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る

(
母
円
〈
司
君
∞
-EDm何回
ω}内
庁
骨
口
問
]Mmぬ
吋
一
口
話
一
口
g
H
N
2
Z
B

こ
こ
で
は
、
訴
訟
要
件
た
る
原
告
適
格
と

北法41(1・47)47

と」

いた

;5 
立依
呈拠
?で

長き
け V

れ」

ばと
なし
らて
ない
いEる

σ
o
o
E片品
ny己
m
p
者
向
山
口
ぬ
吋
吋
ぬ
の
}
同
門
的
当
日
仏
ユ
m
m巾円)

本
案
問
題
た
る
実
体
的
原
告
適
格
と
が
未
分
化
だ
、

み
ぎ
の
規
律
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
一
八
七
七
年
四
月
三

O
日
判
決
に
始
ま
問
、

一
八
八

O
年
の
組
織
法
六
三
条

さ
て
、



説

三
項
一
号
で
明
文
化
さ
料
、
一
八
八
三
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
行
政
法
一
二
七
条
三
項
一
号
を
経
官
、
一
九
一
三
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン

警
察
行
政
法
五

O
条
一
項
に
受
け
継
が
れ
た
と
こ
ろ
を
、
基
本
的
に
承
継
し
た
も
の
、
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
一
九
六

O

年
制
定
の
現
行

V
w
G
O
は
、
訴
訟
要
件
た
る
原
告
適
格
の
問
題
(
四
二
条
二
項
)
と
本
案
の
問
題
(
一
一
一
ニ
条
一
項
)
と
を
分
け
て
規
律

す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

北法41(1・48)48

a命

(
1
)
畠
山
武
道
「
許
認
可
の
際
の
同
意
の
性
質
ご
)
」
民
商
法
雑
誌
六
九
巻
一
号
(
一
九
七
三
年
)
六

O
頁
以
下
、
六
九
頁
以
下
は
、
こ
こ
で
言
わ

れ
る
行
政
行
為
の
概
念
は
、
従
来
、
「
官
憲
的
」
「
高
権
的
L

な
る
標
識
で
学
説
上
理
解
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
と
同
様
の
概
念
で
あ
る
、
と
す
る
(
従

来
の
学
説
上
の
行
政
行
為
概
念
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
南
博
方
『
行
政
裁
判
制
度
』
(
一
九
六

O
年
)
二

O
二
員
以
下
、
須
貝
僑
一
「
西
独
逸
行
政

裁
判
制
度
の
発
展
」
法
学
論
叢
五
九
巻
四
号
(
一
九
五
三
年
)
一
頁
以
下
、
五
三
頁
以
下
参
照
。
そ
の
他
、

4
m
戸
司
・
田
口
同
ロ
血
肉
?
?
虫
巾

〈
句
者
同

]E口問団関
φ
三円宮門的
σRrmw芹
宮
内
凶
巾
『
白
5
2
F白口一
m
n
y
巾
ロ
ロ
ロ
己

σユ江田門町巾ロ
N
O
D
巾
噂
呂
印
cw
∞
-HHC)
。

た
だ
し
、
パ
ツ
ホ
フ
(
巴
巾
〈
句
者
包
吉
ロ
m
m
m
q
-
n
v
E
n
F巾
同
zh山
町
田
正
〈
。
E
E
Y
B
o
o
-ロ
巾
吋
〉
B
S
F白
ロ
門
出
ロ
ロ
肉
唱
邑
印
H-N-w
ロ
ロ
〈
巾
品
ロ
己
q
R

〉ロ
2
・

zs-
一山

ωPω
由
)
は
、

V
G
G
に
あ
っ
て
は
と
も
か
く
、

V
O
に
お
い
て
は
、
「
官
憲
的
」
「
高
権
的
L

な
る
用
語
の
欠
落
を
理
由
に
、

非
官
憲
的
な
措
置
を
も
行
政
行
為
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
し
て
い
た
(
参
照
、
畠
山
・
同
前
七

O
頁
以
下
。
な
お
、
同
前
七
四
頁

注
(
げ
)
も
み
よ
)
。

(
2
)
〈
包
・
ゎ
・
出
-
c
s・
〈
q
d弔
問

-
Eロ
官
官
。
自
民
叶
2
F
F
∞
・
〉
丘
--wEgwω
・
-
8・
こ
の
こ
と
は
、
後
に
検
討
す
る
(
本
稿
第
二
章
第
二
節
第
二

款
)
ベ
ル
リ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
判
決
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。

(
3
)
〈
肉
戸
間
開
山
、
巾
吋
ヨ
白
ロ
ロ
¥
円
、
.
司
叶
o
y
g
F
〈
巾
コ
司
出
}
宮
口
問
団
関
巾
ユ
n
v
g
c丘
口
口
問
咽
∞
・
〉
丘
一
}-wE∞。
w
河門凶

H∞
N
Z

田
口
-mpzDm-

(
4
)
切
〈
巾
コ
司
の
開

N・
N吋
ω
(
N早川)・

(5)
〈
m--czw
出血()(司ロ・

N)w
∞・

5ω

一
畠
山
・
前
掲
注

(
1
)
七
三
頁
。

(
6
)
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
一
九
五
六
年
五
月
三
日
判
決
(
の
開

ω
い
印
∞
(
日
白
日
)
)
に
お
い
て
、
行
政
行
為
概
念
は
行
政
法
学
の
目
的
創
造
物
で
あ
り
、

行
政
裁
判
の
領
域
に
お
け
る
行
政
行
為
概
念
の
目
的
決
定
に
と
っ
て
、
国
民
の
権
利
保
護
の
必
要
性
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
従
来
の
行
政
行
為



公法上の建築隣人訴訟(1)

概
念
か
ら
の
離
脱
を
試
み
た
。
判
例
・
学
説
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
「
訴
訟
法
的
L

観
点
か
ら
行
政
行
為
概
念
の
拡
大
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

動
向
の
背
景
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
デ
ュ

l
リ
ツ
ヒ

(
C
・
ロ
ロ
ユ
ぬ
)
流
の
考
え
方
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
一
九
条
四
項
は
、

伝
統
的
「
行
政
行
為
」
概
念
に
結
び
付
く
も
の
で
は
な
く
、
「
公
権
力
に
よ
る
L

権
利
侵
害
の
存
在
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

権
利
保
護
の
問
題
は
、
例
え
ば
、
「
行
政
行
為
L

か
「
統
治
行
為
し
か
な
ど
の
伝
統
的
区
別
に
よ
っ
て
は
解
明
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
権
利
保
護

の
許
否
を
決
定
す
る
の
は
、
八
ム
権
力
の
措
置
の
概
念
的
理
解
で
は
な
く
、
第
一
に
、
公
権
力
が
行
為
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
公
権
力
の
措
置

が
個
人
に
向
け
ら
れ
た
お
の
お
の
の
場
合
に
お
い
て
、
法
侵
害
が
あ
る
か
、
そ
れ
に
よ
り
権
利
が
影
響
を
受
け
た
か
、
そ
し
て
、
原
告
固
有
の
権

利
が
問
題
な
の
か
が
審
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
包
括
的
審
査
の
可
能
性
を
裁
判
所
に
聞
く
た
め
に
、
公
権
力
主
体
の
す
べ
て
の
個
別

的
措
置
が

J
行
政
行
為
L

と
性
質
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
話
「
骨
ヨ
ニ
百
一
吋
富
田
口
ロ
ミ
。
・

0
0巳
伊

(UE口弘ぬ
2
2
N

穴

0
5
5
2
Eタ
月
号
・
申
町
内

N
C

〉
3

E
〉
宮
弓

(
m
E
E
呂
町
∞
)
)
。
以
上
、
参
照
、
畠
山
・
前
掲
注

(
1
)
七
五
頁
以
下
。

(7)
∞
の
∞
一
-
∞
-
H
N
印ω

(84)
行
政
手
続
法
の
立
法
者
は
、

v
o
一
六
五
・
二
五
条
を
も
っ
て
、
か
信
頼
の
お
け
る
模
範

9
2品
F
2巾
〈
C
円

玄

E
q
rだ
、
と
し
て
い
る
(
回
吋
'U円

吋
¥
由

H
O
G
-
印
叶
)
)
。
行
政
手
続
法
が
模
範
と
し
た
も
の
の
中
に
、
注

(
6
)
で
紹
介
し
た
よ
う
な
「
訴
訟
法
的
行
政
行
為
観
」
も
含
ま
れ
て
い
る

か
否
か
、
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
レ

l
ヴ
ァ

l
(
宅
-
F
O
者
巾
吋
)
は
、
従
来
の
「
訴
訟
法
的
L

な
行
政
行
為
の
理
解
は
、

v
w
G

O
制
定
前
、
行
政
行
為
の
存
否
が
行
政
訴
訟
の
許
否
を
決
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
実
践
的
配
慮
に
由
来
す
る
と
し
、

v
w
G
O
四
O
条
と

い
う
概
括
条
項
の
導
入
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
の
実
践
的
配
慮
は
不
要
に
な
っ
た
と
す
る
。
加
え
て
、
一
九
七
六
年
の
行
政
手
続
法
三
五
条
が
行
政

行
為
の
定
義
規
定
を
置
い
た
以
上
、
行
政
行
為
概
念
を
め
ぐ
る
解
釈
者
の
自
由
も
ま
た
制
限
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
今
や
行
政
行

為
の
「
実
体
法
的
L

意
義
を
解
明
す
べ
き
だ
、
と
し
て
い
る

E
m
a
-
-
F
5
}丘
。
ロ
ロ
ロ
己
∞
巾
mユ
ほ

a
g
〈
句
者
包
宮
口
m
g
E
m
J
E
ω
呂∞
c
w
m
山・

∞C
印『同(∞
C

印))。

と
こ
ろ
で
、
人
見
剛
「
西
ド
イ
ツ
行
政
法
学
に
お
け
る
行
政
行
為
概
念
の
位
置
づ
け
」
兼
子
仁
編
著
『
西
ド
イ
ツ
の
行
政
行
為
論
』
(
一
九
八
七

年
)
一
頁
以
下
、
七
頁
以
下
は
、
行
政
手
続
法
に
い
う
行
政
行
為
の
定
義
の
淵
源
が
、
オ
ッ
ト

l
・
マ
イ
ヤ

l
の
行
政
行
為
概
念
に
あ
る
の
は
「
明

ら
か
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
こ
の
点
を
含
め
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
判
例
上
の
「
警
察
処
分
」
概
念
、
マ
イ
ヤ

l
ら
伝
統
的
学
説
に
よ

る
行
政
行
為
の
定
義
、

v
o
一
六
五
・
二
五
条
の
定
義
、
戦
後
の
判
例
に
よ
る
「
訴
訟
法
的
行
政
行
為
」
概
念
、
そ
し
て
連
邦
行
政
手
続
法
三
五

条
の
定
義
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
互
関
係
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
実
際
の
解
釈
・
機
能
状
況
は
、
筆
者
に
は
な
お
十
分
に
は
定
か
で
な
い
。
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説

(
9
)
参
照
、
小
早
川
光
郎
『
行
政
訴
訟
の
構
造
分
析
』
(
一
九
八
三
年
)
一
一
一
一
頁
、

(
叩
)
本
稿
第
一
章
第
二
節
二
参
照
。

(
日
)
本
稿
第
一
章
第
一
節
第
二
款
参
照
。

(
ロ
)
同
条
は
、
警
察
官
庁
の
警
察
処
分
に
対
す
る
県
知
事
声
高
ぽ
2
2
m印
有
管
区

g
C
な
ど
へ
の
訴
願
を
認
め
(
一
項
)
、
県
知
事
な
ど
の
な
し
た

訴
願
裁
決
(
∞

g
n
F巳
己
)
に
対
し
て
も
、
上
級
行
政
裁
判
所
へ
出
訴
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
(
二
項
)
。
同
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
み
ぎ
の
訴
え
は
、

係
争
裁
決
が
原
告
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
こ
号
)
、
警
察
処
分
に
必
要
な
構
成
要
件
事
実

(
g
g白
n
z
f
y
g
〈

0
3
5お
R
5
m
g
)
が

欠
け
て
い
る
こ
と
(
二
号
)
、
に
の
み
依
拠
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
た
。

(
日
)
「
訴
え
は
、
係
争
〔
訴
願
〕
裁
決
が
現
行
法
に
違
反
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
が
原
告
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る

E
R
出口問巾同

o
n
y
g
s
∞
g
n
Z広

色町ロ町内

g
m
q
E
8
E
g
H
N
2
r
zロ
ゲ
巾
命
日
ロ
門
込
町

FZm巾w
巧
包
]
巳
巾
円
切
巾
印
門
町
巾

E

E
師
向
巾
]
件
巾
ロ
門
凶
巾
見
R
Z
S円]巾
H
N
巾
)
こ
と
に
の
み
依
拠
で
き

ヲ匂
O
」

(
M
)
以
上
、
一
八
八

O
年
組
織
法
か
ら
、
一
九
=
二
年
警
察
行
政
法
に
至
る
立
法
史
に
つ
き
、
簡
単
な
概
観
は
先
に
行
な
っ
た
。
参
照
、
本
稿
第
一

章
第
一
節
第
二
款
。

(
日
)
こ
の
こ
と
は
、
立
法
理
由
書
の
次
の
文
言
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
「
〔
V
w
G
O
草
案
)
四
一
条
〔
現
行
V
W
G
O
四
二
条
に
相
当
〕
の
文
言
は
、

意
識
的
に
、
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
所
法
に
お
け
る
従
来
の
規
律
か
ら
、
そ
れ
が
形
式
的
訴
権
(
百
回

m
q
R
Y円
)
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
離

脱
し
て
い
る
。
」
(
∞
づ
り
吋
・

ω¥
目
白
お
)
)

な
お
、
み
ぎ
の
文
言
か
ら
、
訴
権
(
百
白

mm5ny同
)
が
形
式
的
な
そ
れ
(
訴
訟
要
件
た
る
原
告
適
格
)
と
、

実
体
的
原
告
適
格
)
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

北法41(1・50)50

お
よ
び
二
三
頁
注

(必)。

三-.6.a聞

実
質
的
な
そ
れ

(
本
案
問
題
た
る
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